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近年
、
古
代
東
北
史
研
究
は
北
海
道
や
東
北
ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
流
を
視
野
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
　
　
　
令
国
家
の
蝦
秋
政
策
の
中
心
と
な
る
施
設
が
集
中
す
る
。

っ

て

大き
な
進
展
を
み
せ
た
。
と
く
に
、
そ
れ
ら
の
地
域
と
直
接
的
な
関
係
を
も
つ
出
羽
国
研
究
の
　
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
天
平
五
年
（
七
一
三
三
、
出
羽
柵
が
秋
田
村
高
清
水
岡
に
遷
置
さ
れ
る
と
、
東
山
道

重

要
性
が増
す
。
た
だ
し
、
出
羽
国
と
は
い
っ
て
も
現
在
の
山
形
・
秋
田
二
県
に
ま
た
が
る
領
域
の
　
　
　
陸
奥
方
面
か
ら
秋
田
へ
の
面
的
拡
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
陸
奥
国

な
か
の
各
地
域
の
特
質
に
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
庄
内
と
秋
田
は
同
じ
日
本
海
沿
岸
の
一
地
域
で
　
　
　
多
賀
城
か
ら
秋
田
に
至
る
内
陸
直
路
の
開
拓
を
計
画
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
雄
勝
．
平
鹿

あ
る
が
、
律
令
制
下
に
お
い
て
異
な
る
位
置
づ
け
を
さ
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
秋
田
を
中
　
　
　
二
郡
の
設
置
と
と
も
に
道
路
も
開
通
す
る
と
、
秋
田
は
最
短
の
陸
上
交
通
路
に
よ
っ
て
陸
奥
国
府
と

心に
、
こ
の
二
つ
の
地
域
的
特
質
の
差
異
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
国
家
の
出
羽
経
営
　
　
　
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
秋
田
が
北
方
交
流
の
要
衝
に
あ
た
る
た
め
に
と
ら
れ
た
政
策
で
あ

の意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
秋
田
は
、
北
方
・
北
陸
道
（
越
後
）
・
東
山
道
（
陸
奥
）
か
ら
の

　
七世
紀
後
半
の
段
階
で
は
、
庄
内
は
越
後
か
ら
陸
つ
づ
き
に
面
を
北
に
拡
大
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
ル
ー
ト
の
結
節
点
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
秋
田
は
庄
内
と
は
異

た
の
に
対
し
、
秋
田
は
越
後
か
ら
津
軽
、
と
き
に
は
北
海
道
ま
で
の
な
か
の
一
拠
点
と
し
て
位
置
つ
　
　
　
な
る
意
味
を
も
つ
地
域
と
な
る
。
宝
亀
年
間
以
降
、
秋
田
は
支
配
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
拠
点
的
支
配
拡
大
策
は
東
北
辺
境
の
な
か
で
も
日
本
海
側
の
地
域
に
　
　
　
な
り
、
九
世
紀
に
は
出
羽
国
の
行
政
の
中
心
は
庄
内
に
移
っ
て
ゆ
く
が
、
以
上
の
よ
う
な
庄
内
と
秋

特
徴
的
に
み
ら
れ
、
交
通
手
段
と
し
て
は
海
路
の
利
用
が
多
か
っ
た
。
八
世
紀
に
な
る
と
、
越
後
以
　
　
　
田
の
地
域
的
特
質
の
相
違
と
そ
の
変
遷
は
、
列
島
内
の
地
理
的
位
置
に
加
え
て
東
北
ア
ジ
ア
を
含
む

北
の地
域
で
は
、
拠
点
的
支
配
と
面
的
支
配
の
二
つ
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
形
で
国
郡
設
置
や
城
柵
　
　
　
北
方
交
流
・
政
府
の
東
北
経
営
方
針
の
三
つ
の
要
素
が
か
ら
み
あ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

造
営
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
和
銅
年
間
に
出
羽
郡
・
出
羽
柵
そ
し
て
出
羽
国
が
設
置
さ
れ
、
庄
内
に
律
　
　
　
え
ら
れ
る
。

3
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は
じ
め
に

　
古
代
の
出
羽
国
の
領
域
は
現
在
の
山
形
・
秋
田
二
県
に
ま
た
が
る
が
、
律
令
国
家

の

北
進
政
策
の
重
要
な
拠
点
と
な
る
庄
内
地
方
と
秋
田
市
付
近
と
で
は
異
な
る
地
域

的
特
質
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
二
地
域
の
地
理
的
条
件
の
差
異
の
み
な
ら
ず
、

律
令
国
家
の
東
北
経
営
方
針
の
時
期
的
変
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
出
羽
地
域
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば

和
銅
年
間
に
設
置
さ
れ
た
出
羽
柵
の
遺
跡
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
国
府
の
位

置
に
つ
い
て
も
諸
説
が
み
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
も
多
い
。
と
く
に
天
平
五
年
の
出
羽
柵
の
庄
内
か
ら
秋
田
へ
の
移
転
の
状

況

に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
同
年
十
二
月
己
未
条
に
は
何
も
記
さ
れ
な
い
し
、
ま

た
、
こ
の
時
期
の
出
羽
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
は
庄
内
に
あ
る
の
か
秋
田
に
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

か

と
い
う
こ
と
で
論
争
が
続
い
て
い
る
。
国
府
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

『続

日
本
紀
』
や
律
令
の
ほ
か
比
定
（
推
定
）
遺
跡
、
そ
こ
か
ら
の
出
土
文
字
資
料

を
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
上
で
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
試

み

は
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
出
羽
国
府
が
置
か
れ
た
可
能
性
の

あ
る
場
所
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、

新
野
直
吉
氏
が
、
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
の
際
に
庄
内
に
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
理
由
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
か

わ
り
で
指
摘
し
て
い
る
ほ
か
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
律
令
制
下
で
の
国
の
領
域
の
決
定
に
は
、
地
域
的
ま
と
ま
り
と
い
う

こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
国
と
い
う
行
政
区
画
は
律
令
国
家
の
地
方
支
配
体
制
の
基
本

方
針
で
あ
る
中
央
集
権
的
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
国
の
範
囲
の
決
定
は
、
所
管
郡
と
の
連
絡
、
国
守
の
部
内
巡
行
や
調
・
庸
等
収
奪

な
ど
、
国
の
機
能
の
維
持
と
国
司
の
活
動
に
好
都
合
な
規
模
に
な
る
よ
う
な
配
慮
が

な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
由
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
よ
う
な
地
域
的
ま
と
ま
り
は
、
交
通
の
便
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
地
理
的
条

件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
国
家
権
力
の
政
治
的
介
入
が
積
み
重
ね

ら
れ
る
な
か
で
、
地
域
の
再
編
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政

区
画
と
し
て
の
地
域
的
ま
と
ま
り
は
自
然
条
件
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

新
た
な
交
通
路
の
開
拓
や
辺
境
地
域
に
お
け
る
柵
戸
移
配
な
ど
、
国
家
に
よ
っ
て
政

策
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
部
分
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
律
令
国
家
の
地
方
支
配
の
拡
大
は
、
中
央
（
大
和
盆
地
）
を
起
点
に
し
て
、
よ
り

遠
方
へ
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
時
期
す
な

わ
ち
律
令
的
地
方
支
配
制
度
の
形
成
期
に
お
い
て
は
、
東
北
地
方
へ
の
支
配
拡
大
策

は
海
路
を
利
用
し
て
拠
点
に
な
る
地
域
を
掌
握
し
て
ゆ
く
場
合
と
、
既
に
支
配
下
に

治
め
た
地
域
か
ら
面
的
に
北
上
し
て
ゆ
く
場
合
と
が
あ
る
。
北
陸
地
域
へ
の
交
通
は
、

ヤ

マ

ト
政
権
下
に
お
い
て
主
と
し
て
そ
の
地
理
的
条
件
ゆ
え
に
海
路
が
利
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
越
後
よ
り
も
南
の
地
域
で
は
国
造
制
に
よ
る
支
配
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
。
一
方
、
七
世
紀
後
半
に
津
軽
・
秋
田
・
「
渡
島
」
の
地
域
と
の
間
に

政
治
的
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
拠
点
的
支
配
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
の
庄
内
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、

八
世
紀
初
頭
の
秋
田
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
だ

詳
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
。

　

八
世
紀
初
頭
の
律
令
国
家
の
北
方
経
営
は
積
極
的
北
進
政
策
と
も
言
え
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
中
央
政
府
の
地
域
掌
握
方
法
の
、
点
か
ら
面
へ
の
転
換
は
、
そ
の
よ
う

な
支
配
の
実
現
に
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
出
羽
国
の
な
か
の
庄
内
と
秋
田
は
、

こ
の
点
と
面
と
い
う
視
角
か
ら
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で

は
古
代
出
羽
国
内
に
お
け
る
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
の
差
異
を
、
時

期
を
区
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
時
代
背
景
に
留
意
し
な
が
ら
考
察
し
、
律
令

国
家
に
と
っ
て
出
羽
国
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
地
域
で
、
そ
の
な
か
の
庄
内

と
秋
田
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
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（
4
）

に
し
た
い
。

〇
七
世
紀
後
半

　
七

世
紀
後
半
の
東
北
辺
境
支
配
は
北
1
1
越
・
東
1
1
陸
奥
（
道
奥
）
と
い
う
形
で
お

こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
北
1
1
越
の
蝦
夷
支
配
は
大
化
三
年
・
同
四
年
、
越
後
に

設
け
ら
れ
た
淳
足
柵
・
磐
舟
柵
を
拠
点
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
段
階
で
は
、
拠
点
的
支
配
と
面
的
支
配
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
八
世
紀
以

降
に
お
い
て
も
越
後
国
の
城
柵
官
衙
遺
跡
に
は
内
水
面
で
結
ば
れ
る
と

　
　
　
　
　
（
5
）

こ
ろ
が
多
い
が
、
陸
上
交
通
に
比
べ
て
海
上
交
通
の
利
便
性
の
著
し
い
地
域
は
中
央

権
力
進
出
の
初
期
の
段
階
で
は
拠
点
的
支
配
を
と
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、

や

が
て

そ
れ
が
面
的
な
広
が
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
内
水
面
交
通
路
の
発

達

と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
拠
点
的
支
配
か
ら
面
的
支
配

へ
と
い
う
質
的
な
転
換
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
律
令
制
下
で
国
郡
制
が
施
行
さ

れ

た
地
域
は
面
的
支
配
が
実
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
越
後
以
北
の
日

本
海
沿
岸
地
域
の
場
合
、
拠
点
の
押
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
が
地
域
の
特
質
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
と
な
る
。

　
淳
足
・
磐
舟
と
庄
内
、
秋
田
の
位
置
関
係
は
交
通
手
段
も
あ
わ
せ
て
み
て
み
る
と
、

庄
内
ま
で
は
越
後
か
ら
陸
つ
づ
き
で
結
ば
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
秋
田
ま
で
は

陸
路
よ
り
も
海
路
を
と
る
方
が
好
都
合
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
庄
内

は
越
（
越
後
）
だ
け
で
は
な
く
内
陸
方
面
と
も
交
流
が
あ
る
地
域
で
あ
っ
た
の
に
対

　　
　し

、
秋
田
は
越
（
越
後
）
か
ら
海
上
交
通
路
で
結
ば
れ
る
い
く
つ
か
の
地
域
の
一
点

で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
越
後
以
北
の
日
本
海
沿
岸
地
域
に
関
す
る
史
料
の
な
か
で
本

稿
の
内
容
と
関
係
の
あ
る
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

I
A
大
化
三
年
紀
是
歳
条

　
造
二
淳
足
柵
べ
置
・
柵
戸
㊤

I
B
大
化
四
年
紀
是
歳
条

　
治
二
磐
舟
柵
↓
以
備
・
蝦
夷
⇔
遂
選
下
越
与
・
信
濃
一
之
民
抄
始
置
・
柵
戸
。

I
C
斉
明
天
皇
元
年
紀
七
月
己
巳
朔
己
卯
条

　
於
二
難
波
朝
↓
饗
・
北
枇
蝦
夷
九
十
九
人
、
東
顛
遷
　
蝦
夷
九
十
五
人
⇔
井
設
二
百

　
済
調
使
一
百
五
十
人
↓
仰
授
・
柵
養
蝦
夷
九
人
・
津
刈
蝦
夷
六
人
、
冠
各
二
階
㊤

I
D
斉
明
天
皇
四
年
紀
四
月
条

　
阿
陪
臣
舗
％
率
・
船
師
一
百
八
十
艘
⇒
伐
・
蝦
夷
⇔
鶴
田
・
淳
代
二
郡
蝦
夷
、
望

　
怖
乞
・
降
。
於
是
、
勒
・
軍
、
陳
・
船
於
鰐
田
浦
㊤
鰐
田
蝦
夷
恩
荷
、
進
而
誓
日
、

　
不
下
為
二
官
軍
一
故
持
中
弓
矢
良
但
奴
等
、
性
食
・
肉
故
持
。
若
為
二
官
軍
↓
以
儲
二
弓

　
矢
↓
鰐
田
浦
神
知
　
。
将
二
清
白
心
へ
仕
・
官
朝
一
　
。
伍
授
二
恩
荷
↓
以
二
小
乙
上
↓

　
定
二
淳
代
・
津
軽
、
二
郡
々
領
㊤
遂
於
・
有
間
浜
べ
召
・
聚
渡
嶋
蝦
夷
等
⇒
大
饗
而

　
帰
。

I
E
斉
明
天
皇
四
年
紀
七
月
辛
巳
朔
甲
申
条

　
蝦
夷
二
百
余
、
詣
・
闘
朝
献
。
饗
賜
贈
給
、
有
・
加
二
於
常
⇔
伍
授
・
柵
養
蝦
夷
二
人

　位
一
階
ぬ
淳
代
郡
大
領
沙
尼
具
那
小
乙
下
、
蹴
噺
猶
已
梼
議
正
叱
↑
↓
少
領
宇
婆
佐
建

　
武
、
勇
健
者
二
人
位
一
階
。
別
賜
二
沙
尼
具
那
等
、
鮪
旗
廿
頭
・
鼓
二
面
・
弓
矢

　
二
具
・
鎧
二
領
司
授
・
津
軽
郡
大
領
馬
武
大
乙
上
、
少
領
青
蒜
小
乙
下
、
勇
健
者

　
二
人
位
一
階
㊤
別
賜
馬
武
等
、
鯖
旗
廿
頭
・
鼓
二
面
・
弓
矢
二
具
・
鎧
二
領
っ

　授
都
岐
沙
羅
柵
造
醐
ル
位
二
階
◇
判
官
位
一
階
。
授
’
淳
足
柵
造
大
伴
君
稲
積
小

　
乙

下
⇔
又
詔
・
淳
代
郡
大
領
沙
尼
具
那
↓
検
三
駁
蝦
夷
戸
口
、
与
・
虜
戸
口
㊤

I
F
斉
明
天
皇
四
年
紀
是
歳
条

　
越
国
守
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
、
討
・
粛
愼
↓
献
・
生
熊
二
・
熊
皮
七
十
枚
⇔

I
G
斉
明
天
皇
五
年
紀
三
月
条

　
是
月
、
遣
・
阿
倍
臣
舗
ル
率
・
船
師
一
百
八
十
艘
↓
討
・
蝦
夷
国
㊤
阿
倍
臣
、
簡
・
集

　
飽
田
・
淳
代
、
二
郡
蝦
夷
二
百
冊
一
人
、
其
虜
舟
一
人
、
津
軽
郡
蝦
夷
一
百
十
二
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人
、
其
虜
四
人
、
胆
振
姐
蝦
夷
廿
人
於
一
所
↓
而
大
饗
賜
・
禄
棚
瓢
禦
甑
監
二
即

　
以
三
船
一
隻
、
与
・
五
色
練
吊
べ
祭
・
彼
地
神
㊤
至
・
肉
入
籠
一
時
、
問
菟
蝦
夷
胆
鹿

嶋
・
菟
穂
名
、
二
人
進
日
、
可
下
以
二
後
方
羊
蹄
、
為
中
政
所
上
焉
。
舖
杁
糟
批
一
耐

　
施
ギ
蹴
法
懸
珊
解
梁
鞭
嬬
百
政
麺
云
蓋
貯
魏
酬
ヂ
雀
随
・
胆
鹿
嶋
等
語
パ
遂
置
二
郡
領
一
而
帰
。

　
授
ド
道
奥
与
・
越
国
司
位
各
二
階
、
郡
領
与
・
主
政
一
各
一
階
ヒ
賊
麟
顧
㌔
躍
引
細

　
愼
一
戦
而
帰
。

　
献
二
虜
冊
九
人
市

I
H
斉
明
天
皇
五
年
紀
七
月
戊
寅
条

　

（前
略
）
伊
吉
連
博
徳
書
日
、
（
中
略
）
天
子
問
日
、
此
等
　
蝦
夷
国
有
何
方
㊤

　
使
人
謹
答
、
国
有
二
東
北
⇔
天
子
問
日
、
蝦
夷
幾
種
。
使
人
謹
答
、
類
有
二
三
種
⇔

　
遠
者
名
二
都
加
留
↓
次
者
名
二
麓
蝦
夷
べ
近
者
名
・
熟
蝦
夷
㊤
今
此
熟
蝦
夷
。
毎
歳
、

　
入

三
貝
本
国
之
朝
↓
天
子
問
日
、
其
国
有
二
五
穀
⇔
使
人
謹
答
、
無
之
。
食
・
肉
存

　
活
。
天
子
問
日
、
国
有
・
屋
舎
㊤
使
人
謹
答
、
無
之
。
深
山
之
中
、
止
一
・
住
樹
本
㊤

　
天
子
重
日
、
朕
見
・
蝦
夷
身
面
之
異
（
極
理
喜
怪
。
使
人
遠
来
辛
苦
。
退
在
二
館
裏
㊤

　
後
更
相
見
。
（
中
略
）
難
波
吉
士
男
人
書
日
、
向
二
大
唐
一
大
使
、
触
・
嶋
而
覆
。
副

　
使
親
親
・
天
子
↓
奉
・
示
・
蝦
夷
㊤
於
・
是
、
蝦
夷
、
以
・
白
鹿
皮
一
・
弓
三
・
箭
八

　
十
べ
献
二
干
天
子
口

I
I
斉
明
天
皇
六
年
紀
三
月
条

　
遣
・
阿
倍
臣
禰
叫
率
一
船
師
二
百
艘
↓
伐
・
粛
愼
国
⇔
阿
倍
臣
、
以
・
陸
奥
蝦
夷
↓

　
令
・
乗
・
己
船
↓
到
一
・
大
河
側
㊤
於
・
是
、
渡
嶋
蝦
夷
一
千
余
、
屯
・
聚
海
畔
↓
向
・
河

　
而
営
。
々
中
二
人
、
進
而
急
叫
日
、
粛
愼
船
師
多
来
、
将
・
殺
二
我
等
一
之
故
、
願

　
欲
・
済
・
河
而
仕
官
一
突
。
阿
倍
臣
遣
・
船
、
喚
二
至
両
箇
蝦
夷
↓
問
・
賊
隠
所
与
・
其

　
船
数
⇔
両
箇
蝦
夷
、
便
指
・
隠
所
一
日
、
船
廿
余
艘
。
即
遣
・
使
喚
。
而
不
・
肯
・
来
。

　
阿
倍
臣
、
乃
積
森
吊
・
兵
・
鉄
等
於
海
畔
（
而
令
・
倉
嗜
⇔
粛
愼
、
乃
陳
・
船
師
↓

　
繋
・
羽
於
木
↓
挙
而
為
・
旗
。
斉
・
樟
近
来
、
停
・
於
浅
処
⇔
従
・
一
船
裏
↓
出
・
二
老

　
翁
↓
廻
行
、
熟
視
二
所
・
積
練
吊
等
物
↓
便
換
二
着
単
杉
↓
各
提
二
布
一
端
↓
乗
・
船

　
還
去
。
俄
而
老
翁
更
来
、
脱
・
置
換
杉
べ
井
置
・
提
布
べ
乗
・
船
而
退
。
阿
倍
臣
遣
一

　
数
船
一
使
・
喚
。
不
・
肯
・
来
、
復
・
於
弊
賂
弁
嶋
。
食
頃
乞
・
和
。
遂
不
・
肯
・
聴
。
囎

ぴ
別
搬鳩
拠
二
己
柵
一
戦
。
干
時
、
能
登
臣
馬
身
龍
、
為
・
敵
被
・
殺
。
猶
戦
未
倦
之
間
、

　
賊
破
殺
二
己
妻
子
⇔

I
J
斉
明
天
皇
六
年
五
月
条

　
又

阿
倍
引
田
臣
、
舗
叫
献
・
夷
五
十
余
O
又
於
－
石
上
池
辺
↓
作
須
弥
山
っ
高
如

　
廟
塔
㊤
以
饗
・
粛
愼
冊
七
人
⇔

I
K
天
武
天
皇
十
一
年
紀
四
月
甲
申
条

　
越
蝦
夷
伊
高
岐
那
等
、
請
一
・
俘
人
七
十
戸
為
・
一
郡
。
乃
聴
之
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
の
な
か
で
庄
内
と
秋
田
と
の
相
違
が
際
だ
っ
て
い
る
の
は
、
新
野

氏

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
時
（
I
D
～
I
J
）
に
そ
の
対
象
と

な
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
中
央
と
庄

内
・
秋
田
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
結
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、

秋

田
が
比
羅
夫
征
討
の
対
象
と
な
っ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

当
時
、
中
央
と
庄
内
・
中
央
と
秋
田
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
交
流
の
ル
ー
ト
を

も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
庄
内
が
内
陸
部

と
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
結
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
『
延
喜
式
』
兵

部
式
諸
国
駅
伝
馬
条
に
規
定
さ
れ
る
ル
ー
ト
と
同
じ
、
最
上
川
の
水
運
を
利
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

交
通
路
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
比
羅
夫
の
遠
征
に
は
北
方
物
産
の
入
手
と
い
う
経
済
的
目
的
も
あ
り
、
ま
た
当
時
、

す
で
に
蝦
夷
と
中
央
の
王
権
と
の
間
に
は
朝
貢
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
比
羅
夫
の
寄
港
地
が
庄
内
で
は
な
く
秋
田
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
維
持
す
る
上
で
秋
田
が
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
北
方
か
ら
本
州
北
部
日
本
海
沿
岸
地
域
へ
の
ル
ー

ト
が
、
北
海
道
か
ら
海
岸
づ
た
い
に
南
下
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら

　
　
　
　

れ

る
。
ま
た
、
養
老
四
年
に
渡
嶋
津
軽
津
司
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
が
（
後
述
）
、

養
老
四
年
以
前
に
、
出
羽
国
の
最
北
の
郡
の
境
界
を
越
え
る
位
置
に
こ
の
よ
う
な
官
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渡部育子［七・八世紀の庄内と秋田］

司
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
七
世
紀
段
階
で
渡
嶋
（
北
海

道
渡
島
半
島
）
1
津
軽
ー
秋
田
県
日
本
海
沿
岸
地
域
に
お
け
る
人
と
物
の
交
流
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
大
化
以
降
、
律
令
的
中
央
集
権
化
政
策
の
一
環
と
し
て
辺
境
支
配
が
お
こ
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
七
世
紀
後
半
の
支
配
拡
大
の
状
況
が
、
庄
内
と
秋
田
と
で
は
ど

の

よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
秋
田
は
淳
代
・
津
軽

と
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
比
羅
夫
遠
征
時
の
寄
港
地
を

み

て

み

る
と
、
秋
田
は
渡
島
半
島
ま
で
の
地
域
の
最
南
端
の
地
点
に
あ
た
る
（
後

述
）
。
一
方
、
当
時
の
庄
内
ー
秋
田
間
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
と
い
え

ば
、
現
在
の
秋
田
県
本
荘
市
付
近
か
ら
秋
田
市
あ
た
り
ま
で
の
間
の
地
域
は
、
ま
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

中
央
政
府
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
庄
内

ー
越
（
越
後
）
間
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
関

し
て
も
、
資
史
料
が
少
な
い
こ
と
か
ら
不
明
な
点
が
多
い
。
た
だ
、
I
E
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

都
岐
沙
羅
柵

が
、
『
山
形
県
史
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
鼠
ケ
関
付
近
と
す
れ
ば
、

現
在
の
新
潟
県
村
上
市
に
置
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
磐
舟
柵
と
庄
内
と
の
間
の
空
白

地
帯
が
か

な
り
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
『
山
形
県
史
』

の
見
解
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
跡
を
確
認
で
き

な
い
の
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
ま
ず
、
磐
舟
柵
よ
り
も
北
の
日
本
海
沿
岸
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

点
と
み
て
不
都
合
な
点
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
は
出
羽
柵
が
設
け
ら
れ
た
地
点
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
＞

南
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
天
武
天
皇
十
一
年
紀
四
月
甲
申
条
（
I
K
）
に
越
蝦
夷
が
俘
人
七
〇
戸
に

よ
る
郡
の
設
置
を
申
請
し
許
可
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
郡
（
評
）
に
つ
い
て
も
、

具
体
的
な
位
置
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
の
、
当
時
す
で
に
王
権
の
支

配
下

に
は
い
っ
て
い
た
現
在
の
新
潟
市
付
近
よ
り
も
北
の
、
し
か
も
蝦
夷
の
居
住
地

と
い
う
こ
と
で
、
新
潟
県
北
部
か
山
形
県
南
部
の
日
本
海
沿
岸
の
地
域
と
み
る
の
が

　
　
　
　
（
1
5
）

妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
都
岐
沙
羅
柵
が
磐
舟
柵
よ
り
も
北
に
あ
っ
た
と
す
る
場
合
、

こ
の
柵
と
俘
人
の
郡
と
の
位
置
関
係
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
大
宝
令
制

下

の
郡
に

先
行
す
る
評
で
あ
る
な
ら
ば
、
庄
内
と
越
は
行
政
区
画
と
い
う
点
で
み
て

も
連
続
面
上
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
庄
内
が
海
路
の
利
便
性
が
な
い

地

域
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
和
銅
二
年
紀
七
月
丁
卯
条
（
H
D
）
で
蝦
夷

の
不
穏
な
動
き
に
対
処
す
る
た
め
に
船
の
移
送
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
海
路
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
秋
田
は
、
越
ー
庄
内
ー
秋
田
と
北
上
す
る
形
で
中
央
と

の

関
係
を
保
つ
よ
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
斉

明
天
皇
四
年
紀
四
月
条
（
I
D
）
と
同
七
月
辛
巳
朔
甲
申
条
（
I
E
）
か
ら
、
秋
田

は
津
軽
の
南
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

ま
ず
、
斉
明
天
皇
四
年
紀
四
月
条
（
I
D
）
か
ら
は
、
鰐
田
（
秋
田
）
の
蝦
夷
が

こ
の
と
き
は
じ
め
て
服
属
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

「郡
領
」
に
任
命
し
た
の
は
淳
代
・
津
軽
の
族
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
中
央
か
ら
秋
田
以
北
の
地
を
め
ざ
す
場
合
、
越
（
越
後
）
を
起
点
と

し
、
海
路
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
北
上
す
る
と
い
う
点
だ
け
を
み
る
と
、
鰐
田
（
秋

田
）
は
淳
代
・
津
軽
よ
り
も
南
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鰐
田
（
秋
田
）
の
方

が
早
く
服
属
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
は
何

故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
王
権
に
服
属
し
た
時
期
を
古
い
順
に
な
ら
べ
て
み
る
と

理
解
し
や
す
い
。
津
軽
の
方
は
す
で
に
斉
明
天
皇
元
年
紀
七
月
己
巳
朔
己
卯
条
（
I

C
）
に
柵
養
蝦
夷
と
と
も
に
蝦
夷
に
対
す
る
授
位
記
事
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正

確
な
年
代
は
特
定
で
き
な
い
が
、
秋
田
よ
り
も
早
い
時
期
に
王
権
と
の
間
の
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

成
立
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
津
軽
が
秋
田
よ
り
も
早
い
時
期
に

王
権
と
の
接
触
が
あ
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
え
ば
、

当
時
は
中
央
か
ら
の
交
通
手
段
と
し
て
海
路
を
利
用
し
、
あ
る
地
域
を
点
と
し
て
掌

握
す
る
支
配
方
式
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
北
の
地
域
か
ら
支
配
下
に
入
れ

て

い

っ

て

も
不
都
合
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
律
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令
的
な
地
方
支
配
・
辺
境
支
配
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
、
ヤ
マ
ト
王
権
下
に

お

い
て

国
造
制
と
い
う
形
で
す
で
に
支
配
が
及
ん
で
い
た
越
国
、
現
在
の
新
潟
市
付

近

よ
り
も
北
の
地
域
へ
の
政
治
的
支
配
を
確
立
す
る
必
要
性
が
で
て
き
た
。
大
化

三
・
四
年
に
淳
足
・
磐
舟
二
柵
が
設
置
さ
れ
、
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
が
軍
事
行
動
を

と
も
な
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
支
配
拡
大
の
方
法
は
、
越
か
ら
面
的
に
北
上
す
る
部
分
と
津
軽
等
北

方
か
ら
点
を
南
下
す
る
部
分
の
二
つ
の
要
素
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
。
斉
明
天

皇
四
年
紀
七
月
条
で
は
淳
代
・
津
軽
二
郡
と
淳
足
・
都
岐
沙
羅
二
柵
が
そ
れ
ぞ
れ
相

当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
こ
の
こ
と
は
斉
明
天
皇
元
年
の
蝦
夷
へ
の
授
位
の

対
象
が
柵
養
と
津
軽
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
北
の
拠
点
か
ら
南
下
し
て
き
た
場
合
、
庄
内
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
北
の
拠
点
を
、
な
ぜ
、
八
世
紀
初
頭
に
出
羽

柵
が
設
置
さ
れ
た
庄
内
で
は
な
く
秋
田
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は

次
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
央
と
津
軽
の
往
来
は
海
上
交
通
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
秋
田
を
単
な
る
通
過
点
に
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条
（
I
D
）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
現
在
の
秋
田
市
付
近
に
は
恩
荷
ら
の
族
長
勢
力
が
あ
り
、
こ
れ
を
支
配
下
に
治

め

な
け
れ
ば
津
軽
あ
る
い
は
北
海
道
方
面
へ
の
支
配
に
も
支
障
が
で
て
く
る
。
庄
内

は
越
（
越
後
）
の
柵
か
ら
の
面
的
な
北
上
も
可
能
で
あ
り
、
中
央
と
の
交
流
と
い
う

点
で
は
陸
奥
か
ら
入
り
最
上
川
の
水
運
を
利
用
し
た
ル
ー
ト
を
と
る
こ
と
も
可
能
で

　
　
　
　
　
　
ロ
　

あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
越
か
ら
の
海
路
に
よ
る
拠
点
的
支
配
拡
大
策
の
対
象
と
し

な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
越
（
越
後
）
と
面
的
つ
な
が
り
を
も
つ
よ
う
な
支
配
拡
大
策
が
と
ら
れ
る

地
域
と
、
同
じ
く
越
（
越
後
）
を
起
点
と
は
す
る
が
拠
点
的
支
配
拡
大
策
が
と
ら
れ

る
地
域
と
で
は
、
族
長
に
与
え
ら
れ
た
官
職
名
や
設
置
し
た
施
設
に
異
な
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
は
柵
が
設
け

ら
れ
柵
造
の
任
命
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
は
郡
の
設
置
と

郡
領
の
任
命
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
辺
境
の
軍
事
的
不
安
の
多
い
地
域
に
対
し
て
律
令
的
地
方
支
配
、
具
体
的
に
は
郡

の

設
置
を
お
こ
な
う
際
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
柵
（
城
柵
）
の
造
営
が
な
さ
れ
る
場
合

　
　
　
あ
　

が
多
い
。
七
世
紀
後
半
の
時
期
に
は
、
そ
れ
は
郡
で
は
な
く
評
を
設
け
る
た
め
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
評
が
設
け
ら
れ
た
地
域
に
は
大
宝
令
制
下
で
は
郡
制
が
し
か
れ
る

の

が
一
般
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
秋
田
以
北
で
は
『
日
本
書
紀
』
に
郡
と
記
さ
れ

る
地
域
で
も
八
世
紀
初
頭
の
段
階
で
郡
制
が
施
行
さ
れ
た
形
跡
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た

七

世
紀
後
半
の
時
期
に
城
柵
の
造
営
を
示
す
記
事
も
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
秋
田
以
北
の
淳
代
や
津
軽
は
、
郡
・
郡
領
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
て

も
、
庄
内
以
南
の
地
域
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
秋
田
以
北
の
地
域
へ
の
支
配
拡
大
の
背
景
と
し
て

北
方
と
の
交
流
の
問
題
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
列
島
内

の

支
配
地
域
の
拡
大

や
、
列
島
内
で
の
北
方
物
産
の
入
手
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

日
本
海
を
隔
て
た
対
岸
の
地
域
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
、
ど
こ
が
そ
の

拠
点
と
し
て
最
適
な
の
か
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
庄
内
で
は
な
く
秋
田
の
方
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
養
老
四
年
に
み
え
る
渡
嶋
津
軽

津
司
の
ほ
か
、
八
世
紀
の
渤
海
使
来
日
記
事
の
な
か
に
は
宝
亀
二
年
、
出
羽
国
賊
地

野
代
湊
に
到
着
し
た
と
い
う
例
が
あ
る
よ
う
に
（
W
C
）
、
出
羽
国
で
も
秋
田
よ
り

も
北
の
地
域
を
管
轄
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②
大
宝
元
年
～
天
平
五
年

　
こ
こ
で
は
出
羽
柵
が
秋
田
に
移
転
す
る
天
平
五
年
ま
で
の
庄
内
と
秋
田
、

れ
の
地
域
的
特
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
関
係
史
料
を
あ
げ
て
お
く
。

n
A
和
銅
元
年
紀
九
月
丙
戌
条

そ
れ
ぞ

杵



渡部育子［七・八世紀の庄内と秋田］

　
越
後
国
言
、
新
建
二
出
羽
郡
㊤
許
・
之
。

n
B
和
銅
二
年
紀
三
月
壬
戌
条

　
陸
奥
・
越
後
二
国
蝦
夷
、
野
心
難
馴
、
屡
害
二
良
民
㊤
於
・
是
遣
τ
使
徴
二
発
遠

　
江
・
駿
河
・
甲
斐
・
信
濃
・
上
野
・
越
前
・
越
中
等
国
㊤
以
・
左
大
弁
正
四
位
下

　
巨
勢
朝
臣
麻
呂
一
為
・
陸
奥
鎮
東
将
軍
⇔
民
部
大
輔
正
五
位
下
佐
伯
宿
祢
石
湯
為
・

　
征
越
後
蝦
夷
将
軍
。
内
蔵
頭
従
五
位
下
紀
朝
臣
諸
人
為
副
将
軍
㊤
出
・
自
・
両
道
一

　
征
伐
。
因
授
・
節
刀
井
軍
令
。

n
C
和
銅
二
年
紀
七
月
乙
卯
朔
条

　
令
・
諸
国
運
・
送
兵
器
於
出
羽
柵
⇔
為
・
征
・
蝦
秋
也
。

ロ
D
和
銅
二
年
紀
七
月
丁
卯
条

　
令
三
越
前
・
越
中
・
越
後
・
佐
渡
四
国
船
一
百
艘
送
二
干
征
秋
所
㊤

I
E
和
銅
五
年
紀
九
月
己
丑
条

　
太
政
官
議
奏
日
、
建
・
国
辟
・
彊
、
武
功
所
・
貴
。
設
・
官
撫
・
民
、
文
教
所
・
崇
。
其

　
北

道
蝦
秋
、
遠
愚
二
阻
険
↓
実
縦
・
狂
心
、
屡
驚
辺
境
℃
自
官
軍
雷
撃
↓
凶
賊
霧

　
消
。
秋
部
曇
然
、
皇
民
無
・
擾
。
誠
望
便
乗
一
時
機
↓
遂
置
・
一
国
へ
式
樹
司
宰
や

　
永
鎮
二
百
姓
⇔
奏
可
之
。
於
・
是
始
置
出
羽
国
㊤

n
F
和
銅
五
年
紀
十
月
丁
酉
朔
条

　
割
・
陸
奥
国
最
上
・
置
賜
二
郡
一
隷
’
出
羽
国
’
焉
。

n
G
和
銅
七
年
紀
十
月
丙
辰
条

　
勅
割
二
尾
張
・
上
野
・
信
濃
・
越
後
等
国
民
二
百
戸
べ
配
・
出
羽
柵
戸
迫

I
H
霊
亀
二
年
紀
九
月
乙
未
条

　
従
三
位
中
納
言
巨
勢
朝
臣
万
呂
言
、
建
・
出
羽
国
べ
已
経
二
数
年
℃
吏
民
少
稀
、
秋

　
徒
未
・
馴
。
其
地
膏
膜
、
田
野
広
寛
。
請
令
下
・
随
近
国
民
↓
遷
一
於
出
羽
国
⇒
教
・

　
喩
狂
秋
ぺ
兼
保
中
地
利
ゆ
許
・
之
。
因
以
二
陸
奥
国
置
賜
・
最
上
二
郡
、
及
信
濃
・

　
上
野
・
越
前
・
越
後
四
国
百
姓
各
百
戸
へ
隷
二
出
羽
国
焉
。

n
I
霊
亀
三
（
養
老
元
）
年
紀
二
月
丁
酉
条

　
以
・
信
濃
・
上
野
・
越
前
・
越
後
四
国
百
姓
各
一
百
戸
⇔
配
二
出
羽
柵
戸
一
焉
。

H
J
養
老
二
年
八
月
乙
亥
条
（
『
扶
桑
略
記
』
）

　
出
羽
井
渡
島
蝦
夷
八
十
七
人
来
朝
、
貢
・
馬
千
疋
㊤
則
授
・
位
禄
㊤

H
K
養
老
三
年
紀
七
月
丙
申
条

　
遷
二
東
海
・
東
山
・
北
陸
三
道
民
二
百
戸
↓
配
二
出
羽
柵
一
焉
。

H
L
養
老
四
年
紀
正
月
丙
子
条

　
遣
二
渡
嶋
津
軽
津
司
従
七
位
上
諸
君
鞍
男
等
六
人
於
蛛
輻
国
一
観
・
其
風
俗
⇔

n
M
養
老
四
年
紀
九
月
戊
寅
条

　
以
一
播
磨
按
察
使
正
四
位
下
多
治
比
真
人
県
守
⇒
為
・
持
節
征
夷
将
軍
↓
（
中
略
）

　
以
・
従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
駿
河
へ
為
持
節
鎮
狭
将
軍
⇔
軍
監
二
人
、
軍
曹
二
人
。

　
即
日
授
・
節
刀
㊤

H
N
養
老
五
年
紀
八
月
癸
巳
条

　

（前
略
）
出
羽
隷
・
陸
奥
按
察
使
↓
佐
渡
隷
・
越
前
按
察
使
㊤

n
O
神
亀
元
年
紀
五
月
壬
午
条

　
従
五
位
上
小
野
朝
臣
牛
養
為
鎮
秋
将
軍
⇒
令
・
鎮
二
出
羽
蝦
秋
⇔
軍
監
二
人
。
軍

　
曹
二
人
。

∬
P
神
亀
四
年
紀
九
月
庚
寅
条

　
渤
海
郡
王
使
首
領
高
斉
徳
等
八
人
、
来
着
出
羽
国
⇔
遣
・
使
存
問
、
兼
賜
・
時
服
⇔

n
Q
神
亀
四
年
紀
十
二
月
丙
申
条

　
遣
・
使
賜
一
高
斉
徳
等
衣
服
冠
履
⇔
渤
海
郡
者
旧
高
麗
国
也
。
淡
海
朝
廷
七
年
冬
十

　
月
、
唐
将
李
動
伐
滅
二
高
麗
⇔
其
後
朝
貢
久
絶
　
。
至
・
是
渤
海
郡
王
遣
－
・
寧
遠
将

　
軍
高
仁
義
等
廿
四
人
一
朝
聰
O
而
着
二
蝦
夷
境
C
仁
義
以
下
十
六
人
並
被
・
殺
害
↓

　
首
領
斉
徳
等
八
人
僅
免
・
死
而
来
。

　
越
後
国
の
一
郡
と
し
て
出
羽
郡
が
設
置
さ
れ
る
（
H
A
）
和
銅
元
年
ま
で
の
時
期

は
、
行
政
区
画
上
の
位
置
づ
け
は
庄
内
も
秋
田
も
七
世
紀
後
半
と
同
じ
状
態
で
あ
る

が
、
和
銅
元
年
に
越
後
国
の
一
郡
と
し
て
出
羽
郡
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

庄
内
に
は
じ
め
て
大
宝
令
の
国
郡
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
和
銅
五
年
に
は

45
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出
羽
国
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
、
陸
奥
国
か
ら
置
賜
・
最
上
二
郡
の
割
譲
が
お
こ
な

わ
れ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
に
は
出
羽
の
国
域
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

天
平
五
年
に
は
出
羽
柵
が
庄
内
か
ら
秋
田
に
移
転
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
律
令
国
家

の

蝦
夷
政
策
の
展
開
に
お
い
て
も
変
化
に
富
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
の
庄
内
と
秋
田
の
相
違
は
、
律
令
国
家
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
で
は
、

庄
内
は
和
銅
元
年
に
郡
制
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
辺
境
地
域
と
い
う
特
殊

性
は

あ
る
も
の
の
、
国
郡
制
と
い
う
形
の
律
令
的
地
方
支
配
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
秋
田
は
天
平
五
年
の
段
階
に
な
っ
て
も
「
秋
田
村
」
と

表
記
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
（
皿
A
）
。
そ
し
て
、
和
銅
五
年
の
出
羽
へ
の
国
制
施

行
後
、
大
規
模
な
柵
戸
の
移
配
や
陸
奥
国
か
ら
の
郡
の
割
譲
が
お
こ
な
わ
れ
る
と

（後
述
）
、
そ
の
よ
う
な
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
の
差
異
は
ま
す
ま
す
際
立
つ
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
養
老
五
年
に
出
羽
国
が
陸
奥
按
察
使
管
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
（
H
N
）
、
庄
内
に
置
か
れ
た
出
羽
国
府
と
陸
奥
国
と
の
間
で
行
政
事
務
連
絡
が

必
要
に
な
る
か
ら
、
庄
内
を
め
ぐ
る
交
通
に
お
い
て
も
陸
奥
経
由
と
い
う
ル
ー
ト
が

以
前
に
比
べ
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
庄
内
に
出
羽
国
経
営
の
拠
点
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
海
路
を

と
っ
た
場
合
で
も
庄
内
は
律
令
的
行
政
機
関
の
設
け
ら
れ
た
最
北
の
地
域
と
し
て
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
和
銅
二
年
三
月
壬
戌
に
征
越
後
蝦
夷
将
軍

が
派
遣
さ
れ
、
こ
の
将
軍
は
同
年
八
月
戊
申
に
帰
京
す
る
が
、
出
羽
柵
に
兵
器
を
移

送

し
（
七
月
乙
卯
朔
条
・
H
C
）
、
征
秋
所
に
船
を
移
送
し
た
（
七
月
丁
卯
条
・
皿

D
）
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
将
軍
の
在
任
期
間
中
の
こ
と
で
あ
る
。

征
越
後
蝦
夷
将
軍
の
活
動
の
本
拠
地
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
は
史
料
に
は
記
さ
れ
な

い

が
、
こ
の
二
つ
の
記
事
の
内
容
か
ら
出
羽
柵
が
お
か
れ
た
地
域
を
中
心
と
す
る
も

の

で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
出
羽
国
は
ま
だ
成
立
し

て

お

ら
ず
、
庄
内
は
越
後
国
の
最
北
の
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
征
越
後
蝦
夷
と
い

う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
な
任
務
は
庄
内
以
北
の
蝦

夷
征
圧
の
た
め
の
態
勢
を
整
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
秋
田
の

位
置
づ
け
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
和
銅
二
年
七
月
丁
卯
条
（
H
D
）
か

ら
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
征
秋
所
に
移
送
が
命
ぜ
ら
れ
た
物
資
が
船
で
あ
っ
た
と

い

う
こ
と
は
、
征
狭
の
た
め
に
船
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
在
の
秋
田

市
付
近
は
七
世
紀
同
様
、
や
は
り
海
路
で
結
ば
れ
た
拠
点
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
征
秋
所
と
は
日
本
海
側
の
蝦
夷
を
征
討
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
役
所
と

推

測
さ
れ
る
が
、
征
秋
所
が
出
羽
柵
の
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
出

羽
柵
機
構
の
一
部
な
の
か
、
そ
れ
と
も
出
羽
柵
と
は
別
個
の
機
関
な
の
か
は
、
史
料

が
一
点
だ
け
な
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
時
期
は
下
る
が
宝
亀
十
一
年
紀
五

月
辛
未
条
に
「
鎮
秋
将
軍
之
所
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
征
秋
所
も
機
能

面
か

ら
み
る
と
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
八
世
紀
第
2
四
半
期
以
降
、
渤
海
か
ら
の
外
交
使
節
が
来
日
す
る
よ
う
に

な
る
が
、
そ
の
最
終
目
的
地
は
京
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
は
気
象
条
件
に
よ

っ

て

左
右
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ら
し
く
、
日
本
海
沿
岸
地
域
の
各
地
に
到
着
し

（1
9
）

た
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
出
羽
国
と
の
関
係
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一

回
目
（
H
P
・
皿
Q
）
と
第
二
回
目
（
皿
D
）
の
使
節
が
到
着
し
た
の
を
は
じ
め
、

漂
着
し
た
場
合
は
出
羽
国
が
最
初
の
到
着
地
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、

わ
が
国
と
渤
海
と
の
間
に
正
式
の
外
交
関
係
が
成
立
す
る
以
前
は
現
地
住
民
と
の
交

流
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
養
老
四
年
に
渡
嶋
津

軽
津

司
と
い
う
官
衙
的
施
設
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
（
n
L
）
、
こ
の
地
域

に
は
、
渤
海
と
の
間
に
政
治
的
レ
ベ
ル
で
の
外
交
関
係
が
結
ば
れ
る
以
前
に
、
す
で

に
国
家
と
し
て
の
対
応
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
官
司
（
津

司
）
の
設
置
地
点
は
、
遺
跡
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
0
）

秋

田
以
北
の
沿
岸
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
が
秋
田
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
官
司
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
官
人
を
駄
鞠
国
に
派
遣
し
よ
う

と
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
七
世
紀
後
半
の
比
羅
夫
の
遠
征
時
、
渡
嶋
蝦
夷
と
の
交

易
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
対
岸
の
民
族
と
の

φ
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直
接
的
交
流
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
官
司
に
は
渡
嶋
・
津
軽
と
い

う
地
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
管
轄
す
る
機
能
を
も
っ

て

い

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
渡
嶋
津
軽
津
司
は
、
養
老
四
年
紀
正
月
丙
子
条
（
I

L
）
で
は
蛛
輻
の
状
況
の
探
索
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
官
司

の
呼
称
に
つ
け
ら
れ
た
地
名
か
ら
、
渡
嶋
蝦
夷
の
朝
貢
な
ど
日
本
列
島
北
部
地
域
と

の

交
流
の
場

に
お
い
て
も
、
中
央
政
府
の
出
先
機
関
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
こ
の
時
期
の
日
本
海
側
に
居
住
す
る
蝦
夷
の
朝
貢

関
係
史
料
の
な
か
で
養
老
二
年
八
月
乙
亥
条
（
H
J
）
の
貢
馬
の
記
事
は
、
大
陸
の

沿
海
州
方
面
と
の
交
流
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
こ

で
律
令
国
家
地
方
制
度
全
体
の
な
か
で
み
て
み
る
と
こ
の
官
司
は
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
国
郡
制
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
諸
君
鞍
男
と
い
う
人
物
の
出
自
が
不
明
で
あ

る
の
で
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
当
時
の
出
羽
国
に
は
飽
海
郡
よ
り
も
北
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

は
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
国
－
郡
制
と
は
異
な

る
支
配
系
統
が
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
国
郡
制
か
ら
郡
制
を
切
り
離
し
て
み
る
と
次

の

よ
う
な
説
明
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
の
機
能
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
租
税

の

徴
収
の
よ
う
に
郡
司
の
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
実
施
可
能
で
あ
る
も
の
に
つ
い

て

は
、
郡
の
成
立
を
み
な
い
地
域
で
は
国
司
の
関
与
も
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

い

わ
ゆ
る
辺
境
の
村
（
ム
ラ
）
で
は
現
地
の
族
長
と
国
司
と
の
間
に
政
治
的
関
係
が

築
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
ー
ム
ラ
と
い
う
支
配
系
統
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
渡
嶋
津
軽
津
司
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
国
の
機
構
下
に
直
属
す
る
官
司
と
い

う
位
置
づ
け
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
秋
田
は
天

平
五
年
の
出
羽
柵
遷
置
記
事
（
皿
A
）
に
「
秋
田
村
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
、
辺
境

地
域
の
国
司
に
は
防
衛
の
た
め
の
特
殊
な
任
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
東
北

の

場
合
で
あ
れ
ば
北
方
と
の
交
流
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
す
る

権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
北
辺
境
地
域
に
は
国
郡
制
に
編
成
さ
れ
な
い
状
況
下
に
お
い
て

国
司
が
関
与
す
る
地
域
や
機
関
が
あ
っ
た
。
律
令
的
地
方
支
配
に
お
い
て
国
司
が
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
2
2
）

接
関
与
す
る
事
項
が
あ
る
こ
と
は
大
宝
・
養
老
令
の
条
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
国
司
と
郡
司
の
職
務
分
担
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、
郡
の
機
能
を
利
用
し
な
い
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

陸
奥
・
出
羽
二
国
と
も
そ
の
北
の
境
界
が
画
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
よ
り
も
か
な
り
北
ま
で
国
司
の
権
限

が
及
ん

で
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
次

に
、
出
羽
国
成
立
時
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
令
制
国
成
立
の
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
し
て
は
国
境
の
画
定
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
辺
境
地
域
に
お
い
て
は
こ

の

点
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
陸
奥
・
出
羽
二
国
の
場
合
、
入
世
紀

に
お
け
る
郡
制
の
拡
大
は
す
で
に
支
配
下
に
入
っ
て
い
る
地
域
か
ら
北
上
す
る
形
で

お
こ
な
わ
れ
た
が
、
最
北
の
郡
の
さ
ら
に
北
に
中
央
政
府
が
何
ら
か
の
形
で
掌
握
し

て

い

る
地
域
が
あ
っ
た
。
出
羽
国
の
設
置
に
つ
い
て
は
和
銅
五
年
紀
九
月
己
丑
条

（
n
E
）
で
、
辺
境
を
脅
か
し
て
い
た
蝦
秋
の
動
向
が
政
府
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
穏

や
か

に
な
っ
た
間
隙
を
ぬ
う
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
の
良
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の

記
事
に
よ
る
と
、
国
を
建
て
る
目
的
は
「
樹
二
司
宰
㊤
永
鎮
二
百
姓
ご
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
北
道
蝦
秋
を
征
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
蝦
秋
の
居
住
地
域
や
活
動
形
態
に
よ
っ
て
こ
の
国
の
対
応
も
異

な
っ
て
く
る
。
当
時
の
本
州
北
部
日
本
海
沿
岸
地
域
の
蝦
夷
の
動
き
は
、
た
と
え
ば
、

こ
の
時
期
で
は
n
J
が
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
七
世
紀
段
階
で
津
軽
地
方
の
住
民
が
京

に
赴
い
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
（
I
C
）
、
海
路
を
利

用
し
て
津
軽
と
越
（
越
後
）
の
間
を
往
来
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
n
E
で
言
う
蝦
秋
の

範

囲
に
つ
い
て
も
和
銅
五
年
頃
、
越
後
国
で
郡
制
が
し
か
れ
て
い
る
最
も
北
側
の
地

域

よ
り
も
さ
ら
に
北
の
地
域
ま
で
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国

を
建
て
て
人
民
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
公
民
的
支
配
を
お
こ
な
う
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
公
民
か
ら
成
る
一
定
規
模
の
領
域
を
確
保
す
る
た
め
に
、
陸
奥
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国
か
ら
置
賜
・
最
上
二
郡
の
割
譲
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
n
F
・
n
H
）
、
逆
の

見

方
を
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
と
大
規
模
な
柵
戸
の
移
配
（
n
G
・
n
H
・
H
I
・
n

K
）
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
出
羽
国
は
国
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
羽
国
へ
の
柵
戸
の
移
配
は
郡
の
規
模
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
当
時
、
出
羽
柵
の
置
か
れ
て
い
た
庄
内
に
居
住
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
柵
戸
の
移
配
に
よ
っ
て
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
に
は

大
き
な
差
異
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
柵
戸
の
移
配
に
よ
っ
て
庄
内
に

は
律
令
的
な
支
配
が
一
気
に
拡
大
・
定
着
す
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
養
老
五
年
八
月
に
出
羽
国
が
陸
奥
按
察
使
管
内
に
入
れ
ら
れ
る
と
（
H
N
）
、

律
令
的
地
方
行
政
区
画
と
い
う
点
で
の
庄
内
と
秋
田
の
差
異
は
よ
り
顕
著
に
な
る
。

養
老
三
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
按
察
使
の
制
度
は
、
養
老
五
年
ま
で
の
間
に
所
管
国

の

変
更
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
飛
騨
・
佐
渡
・
隠
岐
・
出
羽
の
国
々
は
、
こ
の
と
き

は

じ
め
て
按
察
使
管
轄
下
に
組
み
込
ま
れ
た
。
当
時
の
出
羽
国
の
な
か
で
最
上
・
置

賜
二
郡

は
も
と
も
と
陸
奥
国
の
郡
で
あ
っ
た
か
ら
、
陸
奥
国
府
（
按
察
使
の
活
動
の

拠
点
）
か
ら
の
往
来
の
便
は
あ
る
程
度
確
保
さ
れ
て
お
り
、
律
令
的
支
配
も
あ
る
程

度
整
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
庄
内
が
国
と
い
う
区
分
の
下
に
そ
れ
ら
の
地

域

と
ひ
と
つ
の
地
域
的
ま
と
ま
り
を
も
つ
こ
と
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
。
一
方
、
秋
田
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
陸
奥
か
ら
秋
田
へ
の
交

通
路
は
天
平
九
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
開
拓
が
試
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
（
後

述
）
、
養
老
年
間
頃
は
国
府
の
あ
る
庄
内
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
、
陸
奥
按
察
使
の
活
動
が
仮
に
秋
田
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
と
し
て
も
、
庄
内
を
経
由
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。

　
次

に
、
中
央
（
京
）
と
出
羽
国
府
と
の
間
の
交
通
・
通
信
網
に
関
連
す
る
こ
と
と

し
て
、
鎮
秋
将
軍
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
鎮
秋
将
軍
は
日
本
海
側
の
蝦
夷
征
討
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
で
、
陸
奥
に
派

遣

さ
れ
た
征
夷
将
軍
や
征
東
将
軍
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
使
人
と

し
て
は
、
和
銅
二
年
紀
三
月
壬
戌
条
（
n
B
）
に
征
越
後
蝦
夷
将
軍
と
い
う
官
名
が

み

ら
れ
、
養
老
四
年
九
月
戊
寅
条
（
H
M
）
以
降
に
鎮
秋
将
軍
と
い
う
官
名
が
み
ら

れ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
出
羽
蝦
夷
征
討
の
た
め
の
将
軍
が
中
央
か
ら
下
向
す

る
際
に
ど
の
ル
ー
ト
を
通
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
和
銅
二
年
（
H
B
）
の
場
合
は
両
道
か
ら
入
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

北
陸

道
か
ら
越
後
を
経
て
北
上
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
次
に
養
老
四
年
（
n

M
）
以
降
は
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
神
亀
元
年
五
月
壬
午
条

（
n
O
）
に
小
野
朝
臣
牛
養
、
宝
亀
十
一
年
三
月
甲
午
条
に
安
倍
朝
臣
家
麻
呂
が
任

命
さ
れ
た
例
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
降
は
み
ら
れ
な
い
。
中
央
か
ら
出
羽
に
至
る

ル

ー
ト
と
し
て
は
北
陸
道
を
北
上
す
る
ル
ー
ト
か
陸
奥
国
府
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
か

の

い
ず
れ
か
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
養
老
四
年
の
阿
部
朝
臣
駿
河
の
場
合
は
あ

え
て
陸
奥
国
府
を
経
由
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
当
時
は
ま
だ
陸
奥

按

察
使
に
よ
る
出
羽
国
管
轄
の
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
、
陸

奥
・
出
羽
二
国
が
ひ
と
つ
の
広
域
行
政
区
画
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
陸
奥
国
が
そ

の

中
心
的
役
割
を
果
た
す
の
は
、
鎮
守
将
軍
と
按
察
使
の
兼
任
に
よ
っ
て
軍
事
権
と

行
政
権

が
一
官
人
に
集
中
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
は

そ
の
よ
う
な
体
制
は
ま
だ
整
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

和
銅
二
年
紀
三
月
壬
戌
条
（
n
B
）
の
佐
伯
宿
祢
石
湯
の
場
合
と
同
様
、
北
陸
道
・

越
後
か
ら
北
上
す
る
と
い
う
ル
ー
ト
が
と
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
で
は
神
亀

元

年
紀
五
月
壬
午
条
（
n
O
）
お
よ
び
安
倍
朝
臣
家
麻
呂
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
だ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
神
亀
元
年
紀
五
月
壬
午
条
（
∬
0
）
に
つ
い
て
。
神
亀
元
年
三
月
、
陸
奥
国

で

お
き
た
海
道
蝦
夷
の
反
乱
で
大
橡
佐
伯
宿
祢
免
屋
麻
呂
が
殺
害
さ
れ
（
神
亀
元
年

紀
三
月
甲
申
条
）
、
四
月
丙
申
に
は
海
道
蝦
夷
を
征
す
る
た
め
大
将
軍
藤
原
朝
臣
宇

合
、
副
将
軍
高
橋
朝
臣
安
麻
呂
、
判
官
・
主
典
各
八
人
の
派
遣
が
決
め
ら
れ
（
『
続

日
本
紀
』
同
日
条
）
、
五
月
壬
午
に
小
野
朝
臣
牛
養
が
鎮
秋
将
軍
に
任
命
さ
れ
た

（
『続

日
本
紀
』
同
日
条
）
。
養
老
五
年
の
按
察
使
管
国
の
見
直
し
の
際
に
出
羽
国
は
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陸
奥
按
察
使
管
轄
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
陸
奥
按
察
使
が
出
羽
国
に
対
し
て
軍

事
的
に
も
強
大
な
権
限
を
行
使
し
得
る
の
は
、
天
平
九
年
の
大
野
朝
臣
東
人
が
軍
事

行
動
を
と
っ
た
よ
う
に
、
鎮
守
将
軍
と
兼
任
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ

は
制
度
と
し
て
或
る
時
期
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
実
態
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

出
来
上
が
っ
た
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
そ
の
よ
う

な
態
勢
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
時
期
は
下
る
が
安
倍
朝
臣
家
麻
呂
に
つ
い
て
。
家
麻
呂
の
鎮
秋
将
軍
へ
の

任
命
は
宝
亀
十
一
年
紀
三
月
甲
午
条
に
み
ら
れ
る
が
、
同
癸
巳
条
に
記
さ
れ
る
官
人

と
あ
わ
せ
て
み
て
み
る
と
、
征
東
大
使
以
下
、
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

征
東
大
使

　
　
副
使

出
羽
鎮
秋
将
軍

鎮
守
副
将
軍

藤
原
朝
臣
纏
縄
（
従
三
位
）

大
伴
宿
祢
益
立
（
正
五
位
上
）

兼
陸
奥
守
任
命
紀
朝
臣
古
佐
美
（
従
五
位
上
）

判
官
四
人
・
主
典
四
人

安
倍
朝
臣
家
麻
呂
（
従
五
位
上
）

軍
監
二
人
・
軍
曹
二
人

大
伴
真
綱
（
従
五
位
下
）

　
大
使
の
任
命
は
天
平
九
年
に
陸
奥
か
ら
出
羽
柵
へ
の
直
路
開
拓
事
業
の
際
の
藤
原

朝
臣
麻
呂
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
使
や
征
東
将
軍
・
征
夷
将
軍
は
鎮

所
・
陸
奥
国
府
を
活
動
の
拠
点
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鎮
秋
将
軍
の
派
遣

が
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
大
使
・
将
軍
の
派
遣
と
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

は

注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
征
東
（
征
夷
）
の
た
め
の
大
使
や
将
軍
の
派
遣
は

か

な
ら
ず
し
も
鎮
秋
将
軍
の
派
遣
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
鎮

狭
将
軍
が
任
命
さ
れ
る
と
き
に
は
征
東
大
使
や
征
東
将
軍
の
任
命
も
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
秋
将
軍
の
活
動
は
か
な
ら
ず
し
も
陸
奥
国
府
・
鎮
所
を
経
由
し
、
そ
こ
を
拠
点

に
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
宝
亀
十
一
年
と
い
う
時

期
は
鎮
守
将
軍
が
出
羽
国
に
対
し
て
軍
事
行
動
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
状
況
で
は
な

か
っ

た
。
宝
亀
年
間
に
入
っ
て
不
穏
な
動
き
が
続
い
て
い
た
蝦
夷
の
活
動
は
ま
す
ま

す
激
し
く
な
り
、
八
年
十
二
月
に
は
鎮
守
将
軍
（
兼
按
察
使
）
紀
朝
臣
広
純
か
ら
出

羽
国
の
軍
が
志
波
村
の
蝦
夷
と
戦
っ
て
敗
れ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
の
を
は
じ
め
、

十
一
年
三
月
に
は
広
純
が
蝦
夷
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
、
多
賀
城
も
放
火
の
た
め
に
焼

失
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
三
月
甲
午
・
癸
巳
の
大
使
以
下
の
任

命
は
鎮
守
将
軍
不
在
の
ま
ま
急
遽
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
と
き
反
乱
を
お
こ
し
た
の
は
陸
奥
の
蝦
夷
で
あ
る
か
ら
、
鎮
秋
将
軍
の
派
遣

は
そ
れ
に
連
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
出
羽
蝦
夷
を
牽
制
す
る
た
め
と
い
う
説
明
も
で

　
（
2
6
）

き
る
。
大
使
以
下
の
派
遣
の
理
由
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
お
お
む
ね
妥
当

で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
り
積
極
的
な
理
由
と
し
て
鎮
守
将
軍
の
不
在
あ
る
い
は

鎮
守
府
（
鎮
所
）
体
制
下
で
の
出
羽
支
配
に
は
限
界
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
n
B
・
n
M
・
H
O
は
鎮
守
府
（
鎮
所
）
に
よ
る
陸
奥
・

出
羽
二
国
支
配
体
制
が
未
成
立
あ
る
い
は
未
整
備
の
段
階
で
あ
り
、
宝
亀
十
一
年
の

場
合
は

制
度
は
整
っ
て
い
た
が
、
実
質
的
な
機
能
を
失
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
の

で

あ
る
。
そ
し
て
、
n
B
・
n
M
・
H
O
の
場
合
と
宝
亀
十
一
年
の
場
合
と
で
は
庄

内
と
秋
田
の
状
況
は
か
な
り
異
な
る
。
天
平
五
年
の
出
羽
柵
の
移
転
（
皿
A
）
を
契

機

に
律
令
国
家
の
地
方
支
配
・
辺
境
防
衛
の
た
め
の
諸
機
関
が
秋
田
に
設
け
ら
れ
た

か

ら
、
H
B
・
n
M
の
時
期
に
は
庄
内
に
あ
っ
た
出
羽
蝦
夷
の
征
討
の
た
め
の
最
前

線
基
地

は
、
宝
亀
十
一
年
の
段
階
で
は
秋
田
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
八
世
紀
に
お
け
る
庄
内
と
秋
田
の
相
違
を
考
え
る
上
で
北
方
・
沿
海
州
方

面

と
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
、
養
老
四
年
紀
正
月
丙
子

条
（
n
L
）
に
関
連
し
て
述
べ
た
。
ま
た
、
渤
海
国
の
国
書
を
携
え
た
外
交
使
節
の

来
日
の
際
、
そ
の
到
着
地
は
神
亀
四
年
紀
九
月
庚
寅
条
（
n
P
）
に
は
出
羽
国
と
記

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
十
二
月
丙
申
条
（
n
Q
）
に
こ
の
使
節
団
が
蝦
夷
境
に
着

い

た
た
め
に
一
六
人
も
が
殺
害
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
は
出
羽
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の

な
か
で
も
律
令
的
支
配
が
行
き
届
い
て
い
な
い
地
域
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
秋
田
の
地
域
的
特
質
に
関
連
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
の
は
、

　
①
天
平
五
年
に
出
羽
柵
が
秋
田
村
高
清
水
岡
に
遷
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多

賀
城
と
出
羽
柵
（
秋
田
城
）
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
奥
・
出
羽
の
蝦
夷
支
配
と
い

う
こ
と
の
ほ
か
に
、
多
賀
城
‖
東
北
全
体
の
行
政
・
軍
事
の
総
括
、
出
羽
柵
（
秋
田

城
）
n
北
方
外
交
交
流
と
い
う
分
業
体
制
が
成
立
し
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
が
、

そ
の
構
想
の
原
型
は
渡
嶋
津
軽
津
司
が
設
置
さ
れ
た
時
期
に
す
で
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　
②
按
察
使
制
度
が
陸
奥
で
は
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
重

要
な
任
務
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
制
度
の
全
国
的
な
体
制
が
崩
壊
し
た
神
亀
年
間

以

降
と
い
う
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
按
察
使
・
鎮
守
将
軍
を
兼
任
し
大
事
業
を
推
進
し

た

官
人
が
初
め
て
み
え
る
時
期
と
一
致
す
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
出
羽
柵
の
庄
内
か
ら
秋
田
へ

の
移
転

に
関
す
る
諸
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
が
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
陸
奥
と
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
地
域
で
あ
り
出
羽
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
地
域
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
多
賀
城
と
出
羽
柵
（
秋
田
城
）
の
分
業

体
制
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
天
平
五
年
、
秋
由
に
城
柵
を
新

置
す
る
に
際
し
て
、
出
羽
柵
を
約
一
〇
〇
キ
ロ
北
上
さ
せ
「
遷
置
」
し
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
庄
内
で
の
城
柵
経
営
の
必
要
性
が
薄
れ

た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
秋
田
の
軍
事
的
充
実
が
急
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
出
羽
柵
の
秋
田
へ
の
遷
置
の
背
景
と
し
て
東
北
ア
ジ
ア
外
交
問
題

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
駄
輻
人
と
の
交
流
へ
の
日
本
政
府
の
対
処
の
例
と
し

て
、
史
料
上
も
っ
と
も
早
い
も
の
と
し
て
は
養
老
四
年
の
渡
嶋
津
軽
津
司
に
関
す
る

記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
官
司
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
秋
田
市
付
近
に
置
か
れ
た

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
断

定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
推
測
の
域
は
出
な
い
が
東
北
地
方
の
日
本
海
沿
岸
の
あ
る

地
点
に
置
か
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
七

二
〇

年
頃
、
出
羽
側
で
は
北
方
外
交
の
た
め
の
施
設
が
律
令
国
家
の
手
に
よ
っ
て
整

え
ら
れ
て
き
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
こ
の
時

期
は
陸
奥
側
で
は
多
賀
城
の
創
建
期
に
あ
た
る
。
こ
の
多
賀
城
創
建
の
意
義
に
つ
い

て
は

熊
谷
公
男
氏
に
詳
論
が
あ
り
、
国
府
1
1
鎮
守
府
と
し
て
造
営
さ
れ
た
城
柵
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
奥
羽
山
脈
を
は
さ
む
東
側
と
西
側
の
地
域
を
一

体
の
も
の
と
し
て
支
配
す
る
た
め
の
組
織
が
按
察
使
制
度
で
あ
っ
た
。
陸
奥
・
出
羽

に
お
い
て
按
察
使
制
度
が
長
期
に
わ
た
っ
て
機
能
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ

は

軍
事
的
緊
張
を
と
も
な
う
状
況
に
対
処
す
る
た
め
の
行
政
上
の
措
置
と
い
う
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
ゆ
く
と
、
律
令
国
家
の
東
北

経
営
に
お
け
る
陸
奥
国
の
役
割
と
出
羽
国
の
役
割
の
相
違
が
右
の
よ
う
な
分
業
体
制

と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
掌
握
す
る
機
構
の
存

在
が
不
可
欠
の

も
の
と
な
る
。
出
羽
柵
の
秋
田
へ
の
遷
置
直
後
に
陸
奥
按
察
使
の
勤

務
地
で

も
あ
る
陸
奥
国
府
多
賀
城
か
ら
秋
田
出
羽
柵
ま
で
の
交
通
路
の
開
拓
計
画
が

出
さ
れ
た
こ
と
や
、
多
賀
城
碑
に
蛛
輻
国
か
ら
の
里
程
が
刻
ま
れ
る
の
も
そ
の
よ
う

な
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
と
説
明
し
や
す
い
。

③
天
平
五
年
～
天
平
宝
字
三
年

　
天
平
五
年
に
出
羽
柵
が
庄
内
か
ら
秋
田
村
高
清
水
岡
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

出
羽
国
の
様
相
は
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
出
羽
柵
の
移
転
が
国
府
の
移

転
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
出
羽
国
府
の
位
置
の

変
遷
と
い
う
点
か
ら
も
、
現
在
な
お
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

国
府
の
位
置
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
結
論
だ
け
述
べ

る
と
、
国
府
も
こ
の
時
期
に
秋
田
に
移
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

出
羽
国
の
最
北
の
城
柵
が
庄
内
か
ら
秋
田
に
移
さ
れ
、
国
府
も
移
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
時
期
の
庄
内
と
秋
田
の
国
家
全
体
の
な
か
に
占
め
る
位
置
は
八
世
紀
第
1
四
半

期
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仮
に
百
歩
譲
っ
て

国
府
の
秋
田
移
転
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
を
認
め
る
場
合
で
も
、
天
平
五
年
に
出
羽
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柵
が
移
転

さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
遷
置
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら

天
平
五
年
ま
で
出
羽
柵
が
あ
っ
た
庄
内
に
は
城
柵
を
置
く
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
く

な
っ
た
た
め
な
の
か
、
移
転
先
の
秋
田
で
官
人
等
の
任
用
を
含
む
シ
ス
テ
ム
を
新
た

に
作
り
上
げ
る
余
裕
も
な
い
よ
う
な
事
情
が
生
じ
た
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ

の

よ
う
な
両
方
の
問
題
が
同
時
に
お
き
て
い
た
た
め
な
の
か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
秋
田
と
庄
内
の
地
域
的
特
質
を
考
え
る
際
に
は
、
天
平

五
年
の
出
羽
柵
遷
置
の
事
情
の
解
明
が
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
関
係
史
料
を
あ
げ
て
お
く
。

皿
A
天
平
五
年
紀
十
二
月
己
未
条

　
出
羽
柵
遷
・
置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
。
又
於
・
雄
勝
村
、
建
・
郡
居
・
民
焉
。

皿
B
天
平
九
年
紀
正
月
丙
申
条

　
先
・
是
、
陸
奥
按
察
使
大
野
朝
臣
東
人
等
言
、
従
二
陸
奥
国
達
・
出
羽
柵
⇒
道
経
・

　
男
勝
↓
行
程
迂
遠
。
請
征
二
男
勝
村
↓
以
通
・
直
路
○
於
・
是
、
詔
一
持
節
大
使
兵
部

　
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
、
副
使
正
五
位
上
佐
伯
宿
祢
豊
人
・
常
陸
守
従
五
位
上

　
勲
六
等
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
等
↓
発
・
遣
陸
奥
国
㊤
判
官
四
人
。
主
典
四
人
。

皿
C
天
平
九
年
紀
四
月
戊
午
条

　
遣
二
陸
奥
’
持
節
大
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
言
、
以
去
二
二
月
十
九
日
到
陸

奥
国
多
賀
柵
。
与
二
鎮
守
将
軍
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
一
共
平
章
、
且
追
・
常

　
陸
・
上
総
・
下
総
・
武
蔵
・
上
野
・
下
野
等
六
国
騎
兵
惣
一
千
人
べ
開
山
海
両

道
。
夷
秋
等
成
懐
一
疑
灌
㊤
伍
差
・
田
夷
遠
田
郡
領
外
従
七
位
上
遠
田
君
雄
人
⇒

　
遣
・
海
道
べ
差
二
帰
服
秋
和
我
君
計
安
塁
べ
遣
一
山
道
ハ
並
以
一
使
旨
一
慰
喩
鎮
一
・
撫
之
っ

　
卵
抽
勇
健
一
百
九
十
六
人
へ
委
将
軍
東
人
⇔
四
百
五
十
九
人
分
一
’
配
玉
造
等
五

柵
㊤
麻
呂
等
帥
・
所
・
鈴
三
百
冊
五
人
一
鎮
多
賀
柵
。
（
中
略
）
廿
五
日
、
将
軍
東

人

従
多
賀
柵
発
。
三
（
四
の
誤
り
か
）
月
一
日
、
帥
使
下
判
官
従
七
位
上
紀
朝

臣
武
良
士
等
及
所
・
委
騎
兵
一
百
九
十
六
人
、
鎮
兵
四
百
九
十
九
人
、
当
国
兵
五

千

人
、
帰
服
秋
俘
二
百
冊
九
人
↓
従
・
部
内
色
麻
柵
一
発
、
即
日
到
・
出
羽
国
大
室

　
駅
⇔
出
羽
国
守
正
六
位
下
田
辺
史
難
破
将
蔀
内
兵
五
百
人
、
帰
服
秋
一
百
冊
人
↓

　
在
二
此
駅
・
相
待
。
以
・
三
日
↓
与
・
将
軍
東
人
・
共
入
二
賊
地
↓
且
開
・
道
而
行
。
但

　
賊
地

雪
深
馬
努
難
・
得
。
所
以
雪
消
草
生
、
方
始
発
遣
。
同
月
十
一
日
、
将
軍
東

　
人

廻
至
・
多
賀
柵
⇔
自
導
二
新
開
通
道
惣
一
百
六
十
里
⇔
或
剋
・
石
伐
・
樹
、
或
填
・

　
澗
疏
・
峯
。
従
二
賀
美
郡
・
至
・
出
羽
国
最
上
郡
玉
野
八
十
里
、
難
’
惣
是
山
野
形
勢

　
険
阻
↓
而
人
馬
往
還
無
・
大
銀
難
っ
従
・
玉
野
一
至
・
賊
地
比
羅
保
許
山
・
八
十
里
、

　
地
勢
平
坦
無
・
有
・
危
瞼
㊤
狭
俘
等
日
、
従
二
比
羅
保
許
山
一
至
・
雄
勝
村
一
五
十
餓
里
、

　
其
間
亦
平
。
唯
有
両
河
↓
毎
・
至
二
水
脹
↓
並
用
・
船
渡
。
四
月
四
日
、
軍
屯
・
賊

　
地
比
羅
保
許
山
⇔
先
・
是
、
田
辺
難
波
状
偲
、
雄
勝
村
俘
長
等
三
人
来
降
、
拝
首

　
云
、
承
聞
官
軍
欲
・
入
一
我
村
↓
不
・
勝
二
危
慢
。
故
来
請
・
降
者
。
（
中
略
）
且
夫
兵

　
者
、
見
・
利
則
為
、
無
・
利
則
止
。
所
以
引
・
軍
而
旋
、
方
待
二
後
年
↓
始
作
城
郭
。

　
但
為
・
東
人
自
入
賊
地
↓
奏
三
請
将
軍
鎮
・
多
賀
柵
㊤
今
新
道
既
通
、
地
形
親
視
。

　
至
於
後
年
べ
難
・
不
二
自
入
・
可
・
以
成
一
・
事
者
。
臣
麻
呂
等
愚
昧
、
不
・
明
一
事
機
⇔

　
但
東
人
久
将
・
辺
要
↓
勘
・
謀
不
一
・
中
。
加
以
親
臨
・
賊
境
↓
察
其
形
勢
（
深
思
遠

　
慮
、
量
定
如
・
此
。
謹
録
・
事
状
⇔
伏
聴
・
勅
裁
⇔
但
今
間
無
事
、
時
属
農
作
㊤

　
所
・
発
軍
士
、
且
放
且
奏
。

皿
D
天
平
十
一
年
紀
十
一
月
辛
卯
条

　
平
群
朝
臣
広
成
拝
朝
。
初
広
成
、
天
平
五
年
随
一
大
使
多
治
比
真
人
広
成
一
入
唐
。

　
（
中
略
）
請
ト
取
・
渤
海
路
一
帰
朝
担
天
子
許
・
之
、
給
二
船
根
一
発
遣
。
十
年
三
月
、

　
従
登
州
一
入
・
海
。
五
月
、
到
・
渤
海
界
⇔
適
遇
ド
其
王
大
欽
茂
差
・
使
欲
↓
聰
・
我

　
朝
㊤
即
時
同
発
。
及
渡
沸
海
⇒
渤
海
一
船
、
遇
・
浪
傾
覆
。
大
使
膏
要
徳
等
冊
人

　
没
死
。
広
成
等
、
卒
・
遺
衆
一
到
・
着
出
羽
国
ぺ

皿
E
天
平
十
八
年
紀
是
年
条

　
是
年
、
渤
海
人
及
鉄
利
惣
一
千
一
百
余
人
慕
・
化
来
朝
。
安
・
置
出
羽
国
、
給
二
衣

　
根
’
放
還
。

皿
F
天
平
宝
字
三
年
紀
九
月
己
丑
条

　
始

置
・
出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
、
玉
野
・
避
翼
・
平
文
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
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井
陸
奥
国
嶺
基
等
駅
家
⇔

　

こ
の
時
期
に
は
陸
奥
国
か
ら
出
羽
柵
の
あ
る
秋
田
ま
で
の
内
陸
交
通
路
の
開
拓
が

試
み

ら
れ
（
皿
B
・
皿
C
）
、
天
平
九
年
の
段
階
で
は
秋
田
県
と
山
形
県
の
県
境
付

近
で
進
軍
を
中
止
し
た
が
、
天
平
宝
字
三
年
に
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
建
置
と
玉
野
以

下
六
駅
家
が
設
置
さ
れ
、
多
賀
城
－
秋
田
間
の
直
路
が
開
通
し
た
（
皿
F
）
。
結
局
、

天

平
九
年
紀
正
月
丙
申
条
・
四
月
戊
午
条
（
皿
B
・
皿
C
）
の
事
業
は
約
二
〇
年
後

に
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
出
羽
国
秋
田
と
律
令
国
家
の
東
北
辺
境
支
配
の
拠
点
で

あ
る
陸
奥
国
府
多
賀
城
と
を
結
ぶ
陸
路
開
通
の
計
画
が
天
平
九
年
と
い
う
時
期
に
立

て

ら
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
と
い
え
ば
、
出
羽
柵
が
庄
内
か
ら
秋
田
に
遷
置
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

か

ら
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
る
。
大
野
東
人
の
多
賀
城
か
ら
秋

田
出
羽
柵
ま
で
の
内
陸
交
通
路
の
開
拓
計
画
は
、
右
に
述
べ
た
陸
奥
・
出
羽
の
北
方

辺
境
政
策
に
お
け
る
分
業
体
制
の
構
想
（
陸
奥
‖
蝦
夷
征
討
の
総
括
・
出
羽
H
北
方

外
交
の

実
務
）
が
ひ
と
つ
の
政
策
と
し
て
具
体
化
し
た
こ
と
を
承
け
て
試
み
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
出
羽
国
府
が
秋
田
に
置
か
れ
た
と
す
る
見
解
を
と
る
場
合
（
註
1
）
、
そ

の

移
転
の
時
期
を
天
平
五
年
と
み
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
秋
田
城
跡
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
｝

出
土
し
た
文
字
資
料
か
ら
、
八
世
紀
前
半
に
は
秋
田
に
国
府
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の

で

は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
、
八
世
紀
前
半
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
庄
内
か
ら
秋
田
へ
の

移
転
の
契
機
と
し
て
は
出
羽
柵
の
遷
置
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
見
解
は
か
な
り
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
出
羽
柵
が
秋
田
に

遷
置

さ
れ
た
天
平
五
年
を
国
府
移
転
の
時
期
を
特
定
す
る
直
接
的
史
料
は
な
い
。
し

か

し
、
こ
の
前
後
の
出
羽
国
関
係
史
料
の
な
か
に
は
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
補
強
す
る

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
史
料
皿
B
・
皿
C
で
あ
る
。
と
く
に
天
平
九
年
の
大
野
朝
臣

東
人
に
よ
る
陸
奥
か
ら
出
羽
柵
へ
の
内
陸
直
路
開
拓
計
画
が
建
議
さ
れ
た
理
由
が
何

で

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
大
野
朝
臣

東
人

の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
は
別
稿
（
註
2
9
）
で
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
結
論
だ
け

言
う
と
、
持
節
大
使
の
派
遣
を
と
も
な
う
大
掛
か
り
な
軍
事
行
動
を
お
こ
し
た
の
は
、

出
羽
柵
の
み
で
は
な
く
出
羽
国
府
も
秋
田
に
移
転
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
秋
田
に
城
柵
を
設
け
る
に
際
し
て
、
何
故
、
出
羽
柵
の
移
転
と
い
う
形
を

と
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
も
し
、
そ
れ
ま
で
出
羽
柵
が
置
か
れ
て

い

た
庄
内
地
域
に
柵
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
廃
止
し
、
秋
田
に
柵
が
必
要
で

あ
る
な
ら
ば
新
設
す
る
こ
と
も
理
論
上
は
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス

を
想
定
す
る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
柵
の
移
転
と
い
う
形
を
と
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
だ
け
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
想
定
し
て
み
る
と
、
ま

ず
、
北
方
外
交
に
絡
む
対
蝦
夷
政
策
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
亀
四
年

の
第
一
回
目
の
渤
海
使
節
が
蝦
夷
と
の
境
に
到
着
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る

と
い
う
事
件
が
お
き
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
蝦
夷
の
動
向
如
何
に
よ
っ
て

は
対
外
的
軍
事
危
機
に
ま
で
発
展
し
か
ね
な
い
状
況
下
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
日
本
政
府
は
蝦
夷
を
掌
握
し
て
お
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
渤
海

使
節
等
外
国
人
の
到
着
地
と
し
て
は
日
本
海
沿
岸
地
域
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
れ
が

本
州
北
部
の
場
合
、
律
令
国
家
の
地
方
行
政
機
構
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
状
況
を
統

括
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
出
羽
国
司
で
あ
る
。
そ
し
て
、
辺
境
地
域

に
お
い
て
支
配
拡
大
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
施
設
が
城
柵
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は

出
羽
柵
の
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
事
上
の
問
題
に
も
対
処
で
き
る
こ
と

に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
出
羽
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
も
分
業
体
制
の
問
題
の
な
か

で
考
え
る
と
理
に
適
っ
た
説
明
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
天
平
五
年
に
秋
田
に
移
転
し
た
施
設
は
出
羽
柵
の
み
で
は
な
く
国
府
も

移
転

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
、
史
料
に
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
移
転
を
一
連
の
事
業
と
見
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渡部育子［七・八世紀の庄内と秋田］

る
場
合
、
ま
ず
最
初
に
移
転
し
た
の
が
辺
境
支
配
の
最
前
線
基
地
で
あ
る
柵
の
機
能

の

方
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
う
ま
く
説
明
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
引
っ
越
し
事
業
が
非

常

に
短
い
期
間
で
な
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
や
は
り
月
単
位
か
あ
る
い
は
一
～
二

年
は
か
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
天
平
九
年
の
大
野
東
人
に
よ
る
陸
奥
国

か

ら
出
羽
柵
へ
の
直
路
開
拓
計
画
は
、
そ
の
よ
う
な
事
業
が
完
了
し
た
段
階
で
立
案

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
柵
の
み
で
国
府
は
移

転
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
持
節
大
使
の
派
遣
を
と
も
な
う
軍
事
行
動
と

い
う
大
掛
か
り
な
遠
征
が
必
要
あ
る
の
か
ど
う
か
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
移
転
先
の
秋
田
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
秋
田
で

は
、
ま
ず
、
斉
明
天
皇
四
年
の
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
の
際
に
現
地
住
民
と
の
間
に
一

定
の
支
配
関
係
が
築
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
恒
常
的
に
中
央
政
府
と

秋

田
と
そ
の
関
係
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
史
料
に
も
秋
田
の
地
名
は
見
ら

れ

な
い
が
、
天
平
五
年
以
前
、
渡
嶋
津
軽
津
司
が
秋
田
付
近
に
置
か
れ
た
可
能
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

高
い
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
集
落
遺
跡
の
な
か
で
も
、
後
城
遺
跡
や
大
清
水
台
H
遺

跡
の
よ
う
な
、
官
衙
的
施
設
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
政
府
は
秋
田
地
域
を
あ
る
程
度
掌
握
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
出
羽
柵
の
移
転
に
よ
っ
て
秋
田
に
律
令
国
家
東
北
支
配
の
最
前
線
基
地
が
置
か
れ
、

国
府
も
移
転
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
政
治
的
に
も
秋
田
は
重
要
な
地
域
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
国
府
の
立
地
条
件
と
し
て
当
然
考
慮
さ
れ
る
べ
き
所
管
地
域
の

交
通
の
要
地

と
い
う
点
で
は
、
陸
路
を
中
心
に
み
た
場
合
、
未
整
備
の
状
態
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
天
平
九
年
に
皿
B
・
皿
C
の
事
業
を
お
こ
な
う
こ
と
で
そ
の
解
決

を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
と
き
計
画
し
た
交
通
路
が
完
成
し
た
の

は
天
平
宝
字
三
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
秋
田
は
二
十
数
年
間
、
陸
上
交
通
路
が
未

整
備
の
ま
ま
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
天
平
五
年
ま
で
出
羽
柵
が
置
か
れ
て
い
た
庄
内
に
は
こ
の
と
き
を
境

に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
柵
が
な
く
な

り
、
国
府
も
移
転
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
庄
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
き
の
官
人

構
成
や
施
設
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
官
人

の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
柵
や
国
府
に
勤
務
す
る
人
々
の
住
居

も
不
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
和
銅
年
間
以
来
全
国
各
地
か
ら

移
住
さ
せ
た
柵
戸
は
、
そ
の
ま
ま
庄
内
に
定
住
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
地
域

に
は
通
常
の
郡
制
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
、
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
は
庄
内
と
秋
田
に
大
き
な
変
化
を
も
た

ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
に
よ
っ
て
秋
田
と
多

賀
城
と
の
間
の
交
通
路
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
雄
勝
地

域
の
支
配
を
急
が
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
秋
田
へ
の
内
陸
交
通
路
の
開
通
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
そ
の
交
通
路

に
あ
た
る
地
域
の
征
服
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
問
題
に
な
る
の
は
雄
勝
地
域

で

あ
る
。
ま
ず
天
平
五
年
紀
十
二
月
己
未
条
（
皿
A
）
の
記
載
内
容
か
ら
、
こ
の
地

域

に
対
し
て
何
ら
か
の
形
で
律
令
国
家
権
力
の
介
入
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
成
立
を
み
た
の
は
約
二
〇
年
後
の
天
平
宝
字
三
年
（
皿

F
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
平
宝
字
元
年
紀
四
月
辛
未
条
・
同
七
月
戊
午

条
・
天
平
宝
字
三
年
紀
七
月
庚
辰
条
・
同
九
月
庚
寅
条
に
み
ら
れ
る
雄
勝
へ
の
柵
戸

の

移
配
記
事
や
、
天
平
宝
字
二
年
紀
十
二
月
丙
午
条
に
小
勝
柵
造
営
の
た
め
に
坂
東

騎
兵
・
鎮
兵
等
を
徴
発
し
た
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
に
対
す
る
支
配
拡

大
の

た
め
に
か
な
り
の
力
が
注
が
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
な
お
、
北
方
外
交
上
に
占
め
る
秋
田
の
位
置
の
問
題
に
つ
い
て
は
史
料
m
D
・
皿

E
が
あ
げ
ら
れ
る
。
天
平
十
一
年
十
一
月
に
渤
海
船
が
出
羽
に
到
着
し
た
が
（
皿

D
）
、
こ
の
と
き
に
は
遭
難
、
漂
流
し
た
結
果
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
地
が
出

羽
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
平
十
八
年
に
は
渤
海
・
鉄
利
人
を
出
羽
国
に
安
置
、
放
還

し
て
い
る
（
皿
E
）
。
こ
の
二
つ
の
記
事
と
も
渤
海
船
の
到
着
地
が
出
羽
国
の
ど
こ

で

あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
漂
着
し
た
と
い
う
点
に
八
世
紀
第
1
四

半
期
あ
る
い
は
神
亀
四
年
の
も
の
と
類
似
し
た
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
到
着

地

に
つ
い
て
も
庄
内
以
南
の
地
点
よ
り
も
秋
田
以
北
の
地
点
を
想
定
す
る
の
が
自
然
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で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

0
天
平
宝
字
三
年
以
降

　
天
平
宝
字
三
年
に
陸
奥
国
多
賀
城
か
ら
秋
田
（
現
在
の
秋
田
市
以
南
）
の
内
陸
地

域
を
経
て
秋
田
ま
で
通
ず
る
交
通
路
が
、
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
新
設
と
い
う
沿
線
地

域
住
民
の
支
配
も
含
め
て
完
成
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
範
囲
で
の
出
羽
国
内
の
郡
制

は
、
通
説
に
し
た
が
え
ば
、
延
暦
二
十
三
年
に
出
羽
国
最
北
の
郡
と
し
て
秋
田
郡
が

　
　
　
　
　
お
　

建
て

ら
れ
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
雄
勝
・
平
鹿
の
二
郡
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
在
の
秋
田
県
南
部
内
陸
地
域
に
郡
制
と
い
う
律
令
的
行
政
単
位
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
陸
路
を
と
っ
た
場
合
、
孤
立
す
る
位
置
に
置
か

れ
て

い

た
現
在
の
秋
田
市
付
近
が
、
点
と
点
を
結
ぶ
形
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
面
的

つ
な
が
り
を
も
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
秋
田
へ
の

交
通
路
と
し
て
は
、
秋
田
ー
庄
内
間
を
む
す
ぶ
沿
岸
ル
ー
ト
と
按
察
使
や
鎮
守
将
軍

が
駐
在
す
る
陸
奥
国
多
賀
城
と
を
む
す
ぶ
内
陸
直
路
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
天
平
九
年
の
大
野
朝
臣
東
人
の
遠
征
以
来
の
懸
案
で
あ

っ

た
交
通
路
の
問
題
が
解
決
し
、
秋
田
は
理
論
上
は
安
定
し
た
条
件
下
に
置
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら

知
ら
れ
る
。

W
A
宝
亀
十
一
年
紀
八
月
乙
卯
条

　
出
羽
国
鎮
秋
将
軍
安
倍
朝
臣
家
麻
呂
等
言
、
秋
志
良
須
・
俘
囚
宇
奈
古
等
欺
日
、

　
己
等
拠
・
愚
官
威
↓
久
居
・
城
下
㊤
今
此
秋
田
城
、
遂
永
所
・
棄
欺
、
為
・
番
依
・
旧

　
還
保
乎
者
。
下
・
報
日
、
夫
秋
田
城
者
、
前
代
将
相
余
議
所
・
建
也
。
禦
・
敵
保
・
民
、

　
久
経
歳
序
㊤
一
旦
挙
而
棄
・
之
、
甚
非
二
善
計
也
。
宜
－
且
遣
多
少
軍
士
、
為
中

　
之
鎮
守
担
勿
・
令
・
岨
・
・
彼
帰
服
之
情
㊤
伍
即
差
二
使
若
国
司
一
人
へ
以
為
一
専
当
℃

　
又
由
理
柵
者
、
居
二
賊
之
要
害
“
承
一
秋
田
之
道
⇔
亦
宜
・
遣
’
兵
相
助
防
禦
㊤
但

　
以
、
宝
亀
之
初
、
国
司
言
、
秋
田
難
・
保
、
河
辺
易
・
治
者
。
当
時
之
議
、
依
・
治
一
・

　
河
辺
⇔
然
今
積
以
・
歳
月
↓
尚
未
二
移
徒
⇔
以
・
此
言
・
之
、
百
姓
重
・
遷
明
　
。
宜
F

　
存
一
此
情
↓
歴
・
問
秋
俘
井
百
姓
等
・
具
言
中
彼
此
利
害
艮

W
B
延
暦
二
十
三
年
紀
十
一
月
癸
巳
条

　
出
羽
国
言
、
秋
田
城
建
置
以
来
冊
雀
年
。
土
地
境
埆
、
不
・
宜
・
五
穀
。
加
以
孤
’

　
居
北
隅
⇒
無
・
隣
・
相
救
㊤
伏
望
永
従
停
廃
べ
保
’
河
辺
府
一
者
。
宜
乙
停
・
城
為
・
郡
、

　
不
・
論
二
土
人
・
浪
人
↓
以
下
住
二
彼
城
者
ヒ
編
附
甲
焉
。

　
宝
亀
年
間
は
蝦
夷
の
不
穏
な
状
況
が
顕
著
に
み
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争

の

は
じ
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
宝
亀
十
一
年
、
伊
治
些
麻
呂
の
乱
へ
の
対
応
策
と
し

て
、
三
月
癸
巳
の
日
に
征
東
大
使
以
下
の
官
人
が
任
命
さ
れ
、
翌
甲
午
の
日
に
は
安

倍
朝
臣
家
麻
呂
が
出
羽
鎮
秋
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
鎮
秋
将
軍
派
遣
の

事
情
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
派
遣
先
は
庄
内
で
は
な
く
秋
田
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
の
違
い
を
考
え
る
上
で

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

重
要

な
意
味
を
も
つ
。
家
麻
呂
が
秋
田
に
駐
在
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い

て

は
、
宝
亀
十
一
年
紀
八
月
乙
卯
条
に
記
さ
れ
る
家
麻
呂
の
言
上
の
な
か
の
秋
田
城

下

に
居
住
す
る
秋
志
良
須
と
俘
囚
宇
奈
古
の
言
の
内
容
か
ら
、
家
麻
呂
が
秋
田
城
に

駐
在
し
て
い
た
と
き
の
も
の
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
蝦
夷
征
討
の
た
め
の
将
軍
の
派
遣
が
出
羽
に
も
及
ぶ
場
合
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

多
く
は
陸
奥
へ
の
派
遣
と
時
を
同
じ
く
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
宝
亀
十
一
年
の
派

遣
の

よ
う
に
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
が
同
程
度
の
状
態
な
の
で
は
な
く
、
当
面
の
問
題

は

陸
奥
の
方
に
あ
る
と
政
府
は
現
状
を
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陸
奥
と

同
様
の
形
で
出
羽
に
も
将
軍
を
派
遣
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
陸
奥
・

出
羽
両
国
の
軍
政
を
掌
る
鎮
守
将
軍
が
陸
奥
国
多
賀
城
に
駐
在
す
る
こ
と
と
、
鎮
守

将
軍
は
按
察
使
・
陸
奥
守
と
兼
任
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
陸
奥
で
征
東
将
軍

や

征
夷
将
軍
の
派
遣
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
蝦
夷
の
反
乱
が
お
き
る
と
、
鎮
守
将
軍

は
実
際
に
は
出
羽
の
軍
政
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
な
の
で
は
な
い
か
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と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
陸
奥
で
の
大
規
模
な
蝦
夷
の
反
乱
時
に
秋
田
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て

で
あ
る
が
、
陸
奥
と
出
羽
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
秋
田

の

お
か
れ
た
地
理
的
条
件
、
す
な
わ
ち
、
七
世
紀
後
半
以
降
に
み
ら
れ
た
北
方
と
あ

る
い
は
沿
海
州
方
面
と
の
交
流
と
関
係
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

W
C
宝
亀
二
年
紀
六
月
壬
午
条

　
渤
海
国
使
青
綬
大
夫
壱
万
福
等
三
百
廿
五
人
、

　
野
代
湊
㊤
於
二
常
陸
国
・
安
置
供
給
。

駕
船
十
七
隻
べ
着
由
羽
国
賊
地

　

こ
の
記
事
か
ら
秋
田
よ
り
も
さ
ら
に
北
方
の
野
代
湊
に
渤
海
国
使
を
乗
せ
た
船
が

到
着
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
外
国
船
の
到
着
の
際
の

蝦
夷
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
時
期
は
少
し
下
る
が
、

W
D
貞
観
十
七
年
十
一
月
十
六
日
乙
未
条
（
『
日
本
三
代
実
録
』
）

　
出
羽
国
言
。
渡
嶋
荒
秋
反
叛
。
水
軍
八
十
艘
。
殺
・
略
秋
田
飽
海
両
郡
百
姓
廿
一

　
人
⇔
勅
・
牧
宰
一
討
二
平
・
之
。

と
い
う
記
事
か
ら
秋
田
は
渡
嶋
蝦
夷
と
の
抗
争
と
い
う
点
で
も
警
戒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
W
C
の
場
合
は
政
府
の
辺
境
政
策
や
蝦
夷
の
動
静
と
は
関
係
な
く
、

W
D
の
場
合
は
国
家
権
力
機
構
の
最
北
の
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
係
で
、

秋

田
は
政
府
に
と
っ
て
も
、
同
じ
出
羽
国
沿
岸
に
あ
る
庄
内
と
は
異
な
る
意
味
を
も

つ
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
秋
田
は
、
陸
奥
国
多
賀
城
か
ら
の
交
通
路
も
整
備
さ
れ
、

理
論
上
は

孤
立

し
て
統
治
し
に
く
い
と
い
う
状
況
を
生
み
出
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
W
A
・
W
B
に
は
統
治
し
に
く
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と

が
記

さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

　
天
平
宝
字
三
年
に
陸
奥
国
多
賀
城
と
秋
田
を
結
ぶ
内
陸
の
駅
と
、
こ
の
駅
路
が
通

る
地
域
に
郡
が
設
置
さ
れ
た
。
た
だ
、
地
域
へ
の
律
令
的
支
配
の
浸
透
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
郡
の
設
置
は
雄
勝
・
平
鹿
の
二
郡
で
、
平
鹿
郡
の
北
の
境
界
は
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
平
鹿
郡
以
北
秋
田
城
以
南
の
地
域
に
不
安
定
な
状
況
が
あ

つ

た
と
す
れ
ば
、
秋
田
は
統
治
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秋
田
城
の
す
ぐ
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

に

位
置
す
る
郡
は
初
見
記
事
が
承
和
十
年
と
い
う
河
辺
郡
で
あ
る
が
、
八
世
紀
後
半

の

時
期
に
秋
田
の
南
側
の
地
域
が
ま
だ
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

宝
亀
十
一
年
紀
八
月
乙
卯
条
（
W
A
）
で
、
由
理
柵
が
賊
の
要
害
で
あ
る
と
言
っ
て

い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
由
理
柵
の
所
在
地
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、

秋

田
県
本
荘
市
付
近
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
庄
内
と
秋
田
を
結
ぶ
位

置
に
あ
る
由
理
が
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
秋
田
は
、
陸
路
に
頼

っ

た
場
合
、
や
は
り
地
理
的
に
は
孤
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
秋

田
は
、
出
羽
国
内
に
お
け
る
位
置
関
係
が
W
B
で
言
う
よ
う
に
北
隅
に
孤
居
し
、

陸
奥
国
多
賀
城
か
ら
の
内
陸
路
が
開
通
し
た
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
統
治
し
に
く

い
地
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
出
羽
国
内
統
治
の
利
便
性
と
い
う
点
で
は
国
府
立
地
に

不
適
当
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
に
八
世
紀
前
半
の
段
階
で
出
羽
の
行
政
・
軍
事
の

拠
点
を
庄
内
か
ら
移
転
し
た
の
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
内
政
上
の
理
由
よ
り
も
外
交

問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　
以

上
、
出
羽
国
の
沿
岸
地
域
を
構
成
す
る
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
に
つ
い
て
、

七

世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
時
期
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
初
期

の

出
羽
柵
の
所
在
地
や
出
羽
国
府
の
位
置
な
ど
、
基
本
的
な
事
実
の
確
認
に
お
い
て

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
な
か
で
、
庄
内
と
秋
田
の
地
域
的
特
質
の
相
違
を
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明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
秋

田
と
庄
内
の
地
域
的
特
質
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、

　
①
政
策
に
み
え
る
八
世
紀
と
九
世
紀
の
ち
が
い
（
八
世
紀
に
は
律
令
国
家
は
積
極

　
的
北
進
策
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
九
世
紀
に
は
そ
の
よ
う
な
北
進
政
策
を
中
止
し

　
た
）
。

　
②
そ
の
よ
う
な
政
策
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
日
本
律
令
国
家
に
と
っ
て
の
秋
田
の

　
政
治
的
位
置
づ
け
は
変
化
す
る
。
八
世
紀
の
秋
田
は
中
央
政
府
と
蝦
夷
・
北
方
地

　
域
と
の
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
に
対
し
、
出
羽
国
政
の
中
心
が
再

　
び

庄
内
に
移
っ
た
九
世
紀
に
は
、
そ
れ
ら
と
の
境
界
地
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た

　
す
よ
う
に
な
る
。

と
い
う
二
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
②
の
よ
う
な
地
域
的
特
質
の

形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
は
、
そ
の
列
島
内
に
お
け
る
位
置
と
い
う
地

理
的
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
央
と
地
方
と
を
結
ぶ
列
島
内
の
交
流
に
と
ど
ま
ら
ず
、

日
本
海
を
隔
て
た
対
岸
の
東
北
ア
ジ
ア
の
民
族
・
国
家
と
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
、

律
令
国
家
の
出
羽
辺
境
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
た
と
え
ば
交
通
路
の
開
拓
や

国
府
や
城
柵
な
ど
の
設
置
に
よ
っ
て
、
庄
内
と
秋
田
の
出
羽
国
内
に
お
け
る
政
治
的

位
置
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
七

世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
第
1
四
半
期
に
か
け
て
の
庄
内
と
秋
田
を
と
り
ま
く
交

流
の
状
況

は
、
庄
内
ま
で
は
越
後
の
延
長
線
上
に
、
あ
る
い
は
陸
奥
か
ら
の
ル
ー
ト

が
と
ら
れ
た
の
に
対
し
、
秋
田
は
津
軽
を
含
む
地
域
の
南
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
越

後
と
の
間
に
海
路
を
用
い
た
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
五
年
の
出
羽
柵

の
秋

田
遷
置
以
降
、
秋
田
は
出
羽
国
経
営
お
よ
び
辺
境
政
策
実
施
の
重
要
な
拠
点
と

な
る
。
秋
田
に
置
か
れ
た
施
設
を
維
持
す
る
た
め
に
、
天
平
九
年
、
陸
奥
按
察
使
管

内
に
お
け
る
秋
田
へ
の
交
通
路
の
整
備
を
急
ぎ
、
そ
の
周
辺
地
域
の
支
配
の
安
定
を

図
る
べ
く
軍
事
行
動
を
お
こ
し
た
。
天
平
宝
字
三
年
に
こ
の
計
画
は
実
現
す
る
が
、

そ
の
結
果
、
秋
田
は
七
世
紀
以
来
利
用
さ
れ
て
い
た
ル
ー
ト
で
あ
る
（
海
路
も
含

む
）
北
陸
道
の
延
長
線
上
の
点
と
、
東
山
道
の
延
長
線
上
に
あ
る
多
賀
城
か
ら
の
内

陸
路
の
終
着
点
と
い
う
二
つ
の
ル
ー
ト
の
結
節
点
と
な
っ
た
。
ま
た
、
東
北
ア
ジ
ア

か

ら
の
使
節
の
到
着
地
で
も
あ
り
、
津
軽
や
北
海
道
渡
嶋
と
京
と
の
往
来
の
際
の
通

過
点
に
も
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
政
治
上
の
地
理
的
位
置
は
非
常
に
重
要
な
も

の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
中
央
か
ら
秋
田
ま
で
の
交
通
路
と
し
て
は

　
a
．
中
央
ー
北
陸
道
1
（
庄
内
）
1
秋
田

　
b
．
中
央
ー
多
賀
城
ー
（
内
陸
路
）
ー
秋
田

の

二

つ
の
ル

ー
ト
が
あ
っ
た
が
、
a
は
中
央
と
出
羽
を
結
ぶ
最
短
の
ル
ー
ト
と
し
て

人

と
物
の
交
流
に
も
多
く
利
用
さ
れ
、
b
は
行
政
命
令
伝
達
ル
ー
ト
と
し
て
開
発
さ

れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
b
の
ル
ー
ト
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め

て

陸
奥
‖
蝦
夷
、
出
羽
‖
北
方
外
交
・
交
易
と
い
う
分
業
体
制
が
と
ら
れ
、
さ
ら

に
陸
奥
国
が
按
察
使
に
よ
る
支
配
体
制
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
総
括
す
る
と
い
う
図
式

が
現
実
の

も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
a
の
ル
ー
ト
で
は
海
路
も
利
用
さ
れ
た

　
　
　
　
　
（
3
7
）

が
、
「
蛸
形
駅
家
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
出
羽
国
内
の
交
通
、
駅
家
の
機
能
の
問
題

と
し
て
再
考
を
要
す
る
。
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

　
一
般
に
、
国
や
郡
と
い
っ
た
律
令
国
家
の
行
政
区
画
の
領
域
の
画
定
と
そ
の
中
心

と
な
る
官
衙
の
設
置
場
所
に
は
、
そ
の
地
域
を
と
り
ま
く
交
通
路
の
問
題
、
す
な
わ

ち
往
来
の
便
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
が
、
八
世
紀
前
半
ま
で
の
出
羽
国
の
場
合
、

そ
の
よ
う
な
国
郡
地
域
内
の
条
件
だ
け
で
は
な
く
、
他
民
族
・
他
国
家
と
の
交
流
関

係
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
点
で
全
国
的
に
み
て
も
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
最
後
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
八
世
紀
第
1
四
半
期
の
庄
内
の
考
古
資
料
と
文

献
記
述
内
容
と
の
総
合
的
考
察
が
律
令
制
下
の
出
羽
国
の
解
明
に
は
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

註（
1
）
　
出
羽
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
多
数
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
史
を
整
理

　
し
た
著
作
と
し
て
今
泉
隆
雄
「
秋
田
城
の
初
歩
的
考
察
」
（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
地
方

　
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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出
羽
国
府
の
位
置
が
問
題
に
な
る
の
は
天
平
五
年
に
出
羽
柵
が
山
形
県
庄
内
地
方
か
ら
秋
田

　
　

に
遷
置
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
、
ま
ず
出
羽
国
府
が
出
羽
柵
が
置
か
れ
た
秋
田
村
高
清
水
岡
に
あ

　
　
っ

た
の
か
ど
う
か
、
出
羽
柵
・
秋
田
城
と
併
置
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
時
か
ら
な
の
か
、

　
　
延
暦
二
十
三
年
に
国
府
が
秋
田
城
か
ら
河
辺
府
に
移
さ
れ
た
が
、
河
辺
府
は
具
体
的
に
ど
こ
に

　
　
比
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
主
な
論
点
と
な
る
。
本
稿
の
内
容
と
直
接
か
か
わ
る
の
は
国

　
　
府
の
秋
田
へ
の
移
転
の
時
期
で
あ
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
天
平

　
　
宝
字
年
間
の
秋
田
城
造
営
以
降
と
す
る
新
野
直
吉
「
宝
亀
六
年
紀
十
月
十
三
癸
酉
日
条
一
段
の

　
　
解
義
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
八
六
、
一
九
七
六
年
∀
と
、
天
平
五
年
と
す
る
平
川
南
「
出
羽

　
　
国
府
論
」
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
W
、
一
九
七
七
年
）
の
二
つ
の
見

　
　
解
が
あ
っ
た
が
、
新
野
氏
が
『
払
田
柵
の
研
究
』
（
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
で
天
平
五
年

　
　
説
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は
出
羽
国
府
が
庄
内
か
ら
秋
田
に
移
転
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

　
　
時
期
に
つ
い
て
の
問
題
は
解
決
し
、
議
論
は
国
府
が
天
平
五
年
頃
、
秋
田
に
移
転
し
た
の
か
ど

　
　
う
か
と
い
う
点
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
　
新
野
直
吉
『
出
羽
の
国
』
（
学
生
社
、
一
九
七
三
年
）

（
3
）
　
吉
岡
康
暢
「
高
志
路
の
展
開
」
（
『
古
代
の
日
本
』
6
、
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
∀
、
「
壇
の

　
　
ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ
」
二
古
代
の
地
方
史
』
4
、
朝
倉
書
店
、
一
九
七
八
年
）

（
4
）
　
律
令
的
な
国
が
成
立
し
て
か
ら
そ
の
国
域
が
変
更
さ
れ
た
国
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
出
羽
国

　
　
の
場
合

は
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
幅
な
国
域
の
変
更
は
越
後
・
陸
奥
・
出

　
　
羽

等
辺
境
地
域
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
が
、
庄
内
と
秋
田
の
地
域
特
質
の
差
異
に
つ
い
て
考
え

　
　
る
と
き
、
国
制
の
施
行
状
況
の
如
何
は
重
要
で
あ
る
。

（
5
）
　
坂
井
秀
弥
「
古
代
越
後
の
交
通
と
八
幡
林
遺
跡
」
（
『
古
代
交
通
史
研
究
』
四
、
一
九
九
五

　
　
年
）
、
「
水
辺
の
古
代
官
衙
遺
跡
」
（
王
権
と
交
流
3
『
越
と
古
代
の
北
陸
』
名
著
出
版
、
一
九

　
　
九
六
年
）

（
6
）
　
『
山
形
県
史
』
第
一
巻
、
第
六
章
、
一
九
八
二
年

（
7
）
　
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
』
H
、
一
二
六
頁
（
大
明
堂
、
一
九
七
八
年
）
、
『
山

　
　
形
県
史
』
第
一
巻
、
第
六
章
、
一
九
八
二
年
。
な
お
、
秋
田
ま
で
の
交
通
路
に
関
し
て
は
、
天

　
　
平
宝
字
三
年
紀
九
月
己
丑
条
に
天
平
九
年
の
大
野
東
人
に
よ
る
内
陸
路
開
拓
計
画
以
来
、
懸
案

　
　
と
な
っ
て
い
た
玉
野
か
ら
助
川
ま
で
の
六
駅
の
設
置
が
記
さ
れ
る
が
、
一
方
、
沿
岸
部
で
は
、

　
　
秋

田
城
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
か
ら
天
平
宝
字
年
間
に
「
蛆
形
駅
家
」
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が

　
　
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
多
賀
城
か
ら
の
内
陸
直
路
の
ほ
か
、
海
岸
づ
た
い
の
交
通
路
も
確
保
さ

　
　
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
』
H
（
秋
田
市
教
育
委
員
会
・
秋

　
　
田
城
跡
調
査
事
務
所
、
一
九
九
二
年
）
。

（
8
）
　
熊
谷
公
男
「
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代

　
　
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）

（
9
）
　
新
野
直
吉
『
古
代
日
本
と
北
の
海
み
ち
』
（
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
）

（
1
0
）
　
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
通
説
的
見
解
に
な
っ
て
い
る
が
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
と
し

　
　
て

小
松
正
夫
「
古
代
出
羽
国
に
お
け
る
北
方
交
流
の
接
点
に
つ
い
て
」
（
『
北
方
史
の
新
視
座
』

　
　
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
1
）
　
八
世
紀
前
半
段
階
で
の
出
羽
国
沿
岸
地
域
の
郡
の
設
置
は
飽
海
郡
ま
で
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

　
　
郡
の
北
境
界
線
は
も
っ
と
も
北
寄
り
に
み
て
も
秋
田
県
本
荘
市
に
河
口
を
も
つ
子
吉
川
で
あ
っ

　
　

た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
宝
亀
十
一
年
紀
八
月
乙
卯
条
（
W
A
）
で
は
由
理
柵
に
つ
い
て

　
　
「
居
賊
之
要
害
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
由
理
柵
は
現
在
の
秋
田
県
本
荘
市
付
近
に
あ
っ
た
も
の

　
　
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
由
理
は
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
も

　
　

の

と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
2
）
　
『
山
形
県
史
』
第
］
巻
、
第
六
章
、
］
九
八
二
年

（
1
3
）
　
出
羽
柵
の
位
置
は
現
在
の
山
形
県
酒
田
市
付
近
と
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
遺
跡
は
確
定
さ
れ

　
　
て

い

な
い
。
た
だ
、
次
の
史
料
か
ら
こ
の
柵
の
機
能
は
港
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

　
　
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
地
域
で
自
然
地
形
の
も
っ
と
も
適
し
た
地
と
い
え
ば
酒
田
市
付
近
が
あ

　
　
げ

ら
れ
る
。
そ
の
史
料
と
は
和
銅
二
年
紀
七
月
乙
卯
条
（
H
C
）
と
同
丁
卯
条
（
H
D
）
で
あ

　
　
る
が
、
乙
卯
条
で
は
出
羽
柵
に
兵
器
を
運
送
す
る
よ
う
命
じ
、
丁
卯
条
で
は
越
前
・
越
中
・
越

　
　
後
・
佐
渡
の
四
国
か
ら
船
百
艘
を
征
狭
所
に
送
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
征
狭
所
に
つ
い
て
の
詳

　
　
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
出
羽
柵
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
都
岐
沙
羅
柵
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
淳
足
・
磐
舟
の
二
柵
の
次
に
見
え
る
日
本
海
側
の
城
柵

　
　
で

あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
（
岩
波
書
店
）
頭
注
で
は
、
鼠
ケ
関
説
は
根
拠

　
　
が

な
く
、
こ
の
条
で
は
蝦
夷
が
柵
養
・
淳
代
・
津
軽
と
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
都
岐
沙
羅

　
　
は
淳
足
よ
り
も
南
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
と
説
明
す
る
が
、
こ
の
解
釈
で
は
地
名
の
配
列
の
順

　
　
序
と
い
う
こ
と
以
外
に
根
拠
と
な
る
も
の
は
な
い
の
で
、
賛
成
で
き
な
い
。
仮
に
磐
舟
柵
よ
り

　
　
も
南
に
位
置
す
る
可
能
性
を
想
定
し
て
み
て
も
、
淳
足
柵
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
現
在
の
新

　
　
潟
市
以
南
は
ヤ
マ
ト
政
権
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
た
地
域
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に

　
　
南
に
新
た
な
城
柵
を
設
置
す
る
理
由
も
み
あ
た
ら
な
い
。
文
武
朝
に
石
船
柵
を
修
理
し
和
銅
年

　
　
間
に
出
羽
柵
を
設
置
し
た
こ
と
か
ら
遡
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
む
し
ろ
淳
足
・
磐
舟
の
延
長
線

　
　
上
に

北
上

す
る
形
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
柵
は
、
現
在
の
と
こ

　
　
ろ
、
い
ず
れ
も
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
文
献
史
料
や
八
世
紀
の

　
　
文
字
資
料
か
ら
推
測
す
る
段
階
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
1
5
）
　
『
新
潟
県
史
』
通
史
編
1
、
第
五
章
、
一
九
八
六
年

（
1
6
）
　
阿
倍
比
羅
夫
北
征
以
前
の
津
軽
と
王
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
公
男
、
註
（
8
）
掲

　
　
載
論
文
に
詳
し
い
。

（
1
7
）
　
庄
内
へ
通
ず
る
陸
奥
か
ら
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
野
直
吉
氏
が
註

　
　
（
2
）
掲
載
書
九
〇
頁
～
九
五
頁
で
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
平
川
南
「
古
代
に
お
け
る
東
北
の
城
柵
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
三
六
、
一
九
八
二

　
　年
）

（
1
9
）
　
神
亀
四
年
か
ら
延
暦
十
四
年
ま
で
の
渤
海
船
の
到
着
地
は
出
羽
・
佐
渡
・
越
前
・
対
馬
・
加
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賀
・
能
登
・
隠
岐
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
海
沿
岸
地
域
の
広
い
範
囲
に
わ
た
り
、
そ
の
半
数
は

　
　
出
羽
に
到
着
し
て
い
る
。
渤
海
使
来
日
に
つ
い
て
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』

　
　
二
（
岩
波
書
店
）
巻
末
の
付
表
1
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
渡
嶋
津
軽
津
司
は
他
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
位
置
、
機
能
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で

　
　
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
養
老
四
年
紀
の
蛛
輻
国
に
つ
い
て
も
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

　
　
熊
田
亮
介
氏
は
こ
れ
を
渡
嶋
と
し
（
「
古
代
に
お
け
る
『
北
方
』
に
つ
い
て
」
〈
『
古
代
の
東
北
』

　
　
高
科
書
店
、
一
九
八
九
年
〉
）
、
ま
た
、
こ
の
と
き
派
遣
さ
れ
た
使
節
を
覚
国
使
と
さ
れ
る
。
こ

　
　
れ
は
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
り
、
と
く
に
使
節
派
遣
の
目
的
に
つ
い
て
は
「
覚
国
」
と
い
う
以

　
　
外

は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
渡
嶋
と
蘇
輻
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
な
お
、
秋
田
市
金
足
大
清
水
の
大
清
水
台
H
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
八
世
紀
第
1
四
半

　
　
期
以
前
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
刀
子
と
砥
石
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
渡
嶋
津

　
　
軽
津
司
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
七
一
〇
年
代
に
こ
の
地
域
に
官
人
が
駐
在
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（
渡
部
育
子
・
船
木
義
勝
「
大
清
水
台
H
遺
跡
の
試
掘
調
査
に
つ

　
　
い
て
」
〈
『
秋
大
史
学
』
四
三
、
一
九
九
七
年
〉
）
。

（
2
1
）
　
天
平
五
年
の
出
羽
柵
の
秋
田
へ
の
遷
置
に
つ
い
て
も
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
「
秋
田
村
高
清

　
　
水
岡
」
と
い
う
よ
う
に
、
郡
制
が
し
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
律
令

　
　
制
下
の
ム
ラ
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
は
、
「
○
○
郡
△
△
村
」
と
い
う
場
合
、
古
く
か
ら
の
集

　
　
落
よ
り
も
新
し
い
開
拓
地
や
交
通
・
交
易
の
中
心
地
と
な
る
集
落
に
多
か
っ
た
と
い
う
見
解
が

　
　
通
説

と
な
っ
て
い
る
が
（
吉
田
孝
「
律
令
制
と
村
落
」
〈
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
3
、
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
七
三
年
〉
）
、
天
平
五
年
の
秋
田
村
の
場
合
、
国
郡
制
に
よ
る
行
政
上
の
位
置
づ
け

　
　
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
府
が
掌
握
し
て
い
る
地
域
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
2
）
　
令
制
下
国
司
の
国
内
統
治
に
関
す
る
法
規
定
と
そ
の
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

　
　
賦
役
令
ロ
及
給
侍
条
の
よ
う
に
「
国
郡
司
」
と
あ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
戸
令
造
帳
籍
条
・
賦

　
　
役
令
応

雇
役
丁
条
の
よ
う
に
国
司
親
ら
携
わ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
郡

　
　
司
の
協
力
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
2
3
）
　
全
国
的
な
国
境
画
定
事
業
は
天
武
天
皇
十
二
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
（
拙

　
　
稿

「
天
武
天
皇
十
二
年
紀
十
二
月
丙
寅
条
と
国
司
制
の
成
立
」
〈
『
秋
大
史
学
』
三
二
、
一
九
八

　
　
五
年
〉
）
。

（
2
4
）
　
養
老
六
年
閏
四
月
乙
丑
に
陸
奥
按
察
使
管
内
の
庸
調
の
免
除
お
よ
び
授
刀
兵
衛
采
女
等
の
放

　
　
還
を
命
ず
る
太
政
官
奏
が
出
さ
れ
た
（
『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）
。
陸
奥
按
察
使
管
内
と
あ
る
こ

　
　
と
か
ら
出
羽
国
も
対
象
に
な
る
と
い
う
想
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
授
刀
・
兵
衛
等
の

　
　
貢
進
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
前
に
出
羽
国
か
ら
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な

　
　

い
。
し
か
し
、
庸
・
調
の
減
免
は
陸
奥
・
出
羽
二
国
と
も
適
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

　
　

て
、
出
羽
国
は
庸
・
調
の
負
担
が
あ
っ
た
地
域
が
ど
こ
ま
で
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
郡
制

　
　
の

し
か
れ
て
い
る
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
庄
内
と
秋
田
で
は
大
き
な
相
違

　
　
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
5
）
　
拙
稿
「
律
令
制
下
に
お
け
る
陸
奥
・
出
羽
へ
の
遣
使
に
つ
い
て
ー
鎮
守
将
軍
と
征
東
使
ー
」

　
　
（
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
］
九
八
六
年
）

（
2
6
）
　
高
橋
崇
『
坂
上
田
村
麻
呂
　
新
稿
版
』
八
八
頁
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）

（
2
7
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
跡
第
六
十
三
次
発
掘
調
査
で
上
屋
を
と
も
な
う
立
派
な
建

　
　
物
の
水
洗
ト
イ
レ
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全
国
的
に
み
て
も
珍
し
い
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
こ
の
よ
う
な
ト
イ
レ
の
使
用
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
人
々
を
想
定
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

　
　
（
た
と
え
ば
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
人
や
渤
海
使
節
な
ど
）
、
「
客
人
」
と
い
う
よ
う
な
出
土

　
　
文

字
資
料
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

　
　
え
る
。

（
2
8
）
　
熊
谷
公
男
「
古
代
城
柵
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
八
、
一
九

　
　
九
七
年
）

（
2
9
）
　
拙
稿
「
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
正
月
丙
申
条
・
四
月
戊
午
条
管
見
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』

　
　
三
〇
〇
号
、
一
九
九
六
年
）

（
3
0
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
註
（
1
7
）
掲
載
論
文
で
詳
述
し
た
。

（
3
1
）
　
『
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
』
n
（
秋
田
市
教
育
委
員
会
・
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
、
一
九

　
　
九

二
年
）

（
3
2
）
　
『
昭
和
五
十
三
年
度
後
城
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
秋
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）

（
3
3
）
　
熊
田
亮
介
「
秋
田
城
と
秋
田
郡
」
（
『
秋
田
市
史
研
究
』
四
、
秋
田
市
史
編
さ
ん
室
、
一
九
九

　
　
五
年
）
は
、
秋
田
郡
お
よ
び
秋
田
城
南
部
に
位
置
す
る
河
辺
郡
は
延
暦
二
十
三
年
以
前
に
成
立

　
　
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
出
羽
の
国
郡
制
の
成
立
・
展
開
過
程
を

　
　
明
ら
か
に
す
る
上
で
熊
田
氏
の
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
3
4
）
　
史
料
W
A
で
は
河
辺
と
い
う
地
名
が
ど
こ
に
比
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る

　
　
が
、
そ
の
比
定
地
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
解
釈
は
、
国
府
が
秋
田
に
置

　
　
か

れ
て

い

た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
難
解
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
出
羽
国

　
　
府
が
天
平
年
間
に
庄
内
か
ら
秋
田
に
移
転
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
と
い

　
　
う
点
だ
け
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
河
辺
府
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
3
5
）
　
陸
奥
北
部
地
域
の
蝦
夷
が
出
羽
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
熊

　
　
田
亮
介
「
綿
麻
呂
の
『
征
夷
』
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
八
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
3
6
）
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
十
二
月
乙
卯
条

（
3
7
）
註
（
5
）
掲
載

（
3
8
）
　
た
と
え
ば
、
山
形
県
酒
田
市
の
生
石
二
遺
跡
の
よ
う
な
八
世
紀
前
半
の
遺
跡
の
性
格
に
つ
い

　
　

て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
八
年
三
月
稿
）

（秋
田
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
協
力
者
）

　
（
一
九
九
九
年
七
月
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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Shounai　and　Akita　during　the　Seven廿I　and　Eighth　Century

WATANABE　Ikuko

The　study　on　the　1）εωαregion　is　essential　for　investigating　the　ancient　history　of　Tohoku　area

as　it　has　a　close　relationship　with　Hokkaido　and　northeastern　Asia．　The　Dewa　region　comprises

of　two　different　areas，　Shounai　and　Akita．　This　paper　examines　the　character　of　the　two　areas

and　discusses　the　administration　of　Dewa　under　the　ritsuryo　legislation．

　　　Sh皿nai　was　considered　to　be　the　northernmost　territory　and　Akita　was　a　frontier　post　on

route　to　Hokkaido　at　the　end　of　the　seventh　century．　The　central　government　started　to　con－

struct　local　administrative　of丘ces　and　forted　government　of丘ces　in　northern　Japan　in　the　eighth

century．　The　county　office，　the　fort，　and　the　province　o伍ce　were　located　in　the　Dewa　region　and

anti一θ勿泣ゴfacilities　were　centered　especially　in　the　Shounai　area．

　　　After　the　Dewa　fort　moved　to　the　Akita　in　Tenpyo　5，　the　importance　of　the　Akita　adminis－

tration　increased．　The　construction　of　road　from　the　Taga　fort　of　the　Mutsu　province　to　the　Aki・

ta　was　planned　in　Tenpyo　9．　The　road　was　opened　in　Tenpyohouji　3，　and　two　c皿nties　were

newly　established　in　the　Akita　area．　Akita　became　a　strategic　place　as　it　connected　to　the　north，

Echigo　and　Mutsu　by　the　roads．

　　　The　administration　of　the　Akita　area　was　dif丘cult　due　to　its　geographical　factor．　Thus，　the

political　center　of　the　Dewa　province　had　gradually　shifted　to　the　Shounai　area　in　the　ninth　cen－

tury．　The　different　history　of　the　Shounai　and　the　Akita　was　attributed　to　their　geographical

locations，　relationship　to　northern　are鉱and　the　governmental　policy　in　the　administration　of

Tohoku　area．
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